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　〈
８
　
月
〉

21
日
　
県
議
長
会
定
期
総
会（
妙
高
市
）

25
日
　
議
員
意
見
交
換
会

議 

会 

日 

誌

　
　〈
９
　
月
〉

10
日
　
議
会
運
営
委
員
会

17
〜
30
日
　
定
例
市
議
会

24
日
　
全
員
協
議
会

　
　〈
10
　
月
〉

次
の
定
例
会
は

12
月
10
日
㈭
か
ら
開
催
の

予
定
で
す
。

１
〜
６
日
　
定
例
市
議
会

６
日
　
議
員
意
見
交
換
会

　
　
　
議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
臨
時
市
議
会

21
日
　
月
例
全
員
協
議
会

－令和2年 9月定例会・10月臨時会－

十
月
臨
時
会
開
催
の

経
緯
報
告
と
お
詫
び

本誌の2次元コードをスマートフォンなどで読み取ることにより、 一般質問の録画映像をご覧いただけます。

市議会ホームページ

９月定例会　議案・請願審議結果

２年度一般会計補正予算（第８号）
２年度国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
２年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）
２年度下水道事業特別会計補正予算（第２号）
２年度介護保険特別会計補正予算（第３号）
２年度在宅介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）
２年度水道事業会計補正予算（第２号）
元年度一般会計決算の認定
元年度国民健康保険特別会計決算の認定
元年度後期高齢者医療特別会計決算の認定
元年度宅地造成事業特別会計決算の認定
元年度下水道事業特別会計決算の認定
元年度介護保険特別会計決算の認定
元年度在宅介護サービス事業特別会計決算の認定
元年度水道事業会計決算の認定
犯罪のない安全・安心なまちづくり条例の制定
教育委員会委員の任命（田邊俊樹氏）
教育委員会委員の任命（藤田和子氏）
公平委員会委員の選任（齋藤淳氏）
損害賠償額の決定
２年度一般会計補正予算（第９号）

件　　　　　　　　　　　　　名
議　員　提　出　議　案

市　長　提　出　議　案

市　長　提　出　議　案

加茂市議会

犯罪のない安全・安心なまちづくり条例を可決

委 員 会 の 審 査 か ら

９人が一般質問に登壇

地方税財源の確保を求める意見書を提出

議 案、請 願 審 議 結 果

（ 2 ）

（ 3 ）

（ 4 ）

（ 9 ）

（10）

提　出　さ　れ　た　請　願

原案可決２年度一般会計補正予算（第 9号）

１０月臨時会　議案審議結果

ふるさと 加茂
雁木の街並みと笑顔が素敵です

　
　
　
議
員
意
見
交
換
会

　
　
　
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員

　
　
　
会

30
日
　
中
越
地
区
議
長
会
（
見

　
　
　
附
市
）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地
方税財源の確保を求める意見書
コロナ禍における私立高校生の学びを保障し私立高校の教育環境整備を
はかるため、私学助成増額・拡充を求める意見書（国）
コロナ禍における私立高校生の学びを保障し私立高校の教育環境整備を
はかるため、私学助成増額・拡充を求める意見書（県）

議案番号等

4

5

6

原案可決

〃

〃

結   　果

原案可決
〃
〃
〃
〃
〃
〃

認　　定
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

原案可決
同　　意
〃
〃

原案可決
審議未了

「コロナ禍における私立高校生の学びを保障し私立高校の教育環境整備を
はかるため、私学助成増額・拡充を求める意見書」の採択を求める請願 採　　択2

101

　
こ
の
度
、
九
月
定
例
会
の
次
第
に
お
け

る
不
手
際
に
よ
り
閉
会
後
あ
ら
た
め
て
臨

時
議
会
を
開
く
事
案
が
発
生
し
ま
し
た
。

上
程
す
べ
き
一
つ
の
議
案
を
失
念
し
議
決

せ
ず
閉
会
、
結
果
と
し
て
審
議
未
了
、
廃

案
と
な
り
ま
し
た
。
急
遽
市
長
か
ら
十
月

臨
時
会
を
召
集
し
て
い
た
だ
き
、
新
た
な

議
案
番
号
を
付
し
て
上
程
し
、
議
決
の
結

果
、
原
案
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　
本
会
議
の
次
第
書
は
議
会
事
務
局
が
作

成
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
前
日
に
開

催
さ
れ
る
シ
ナ
リ
オ
会
議
で
確
認
い
た
し

ま
す
。
そ
の
場
に
は
議
長
と
副
議
長
、
事

務
局
が
同
席
し
て
読
み
合
わ
せ
す
る
の
で

す
が
、
そ
の
際
に
誤
り
に
気
付
か
ず
当
日

そ
の
ま
ま
進
行
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
私
が
議
長
に
就
任
し
て
一
年
半
が
経
過

す
る
中
、
ど
こ
か
に
油
断
が
あ
っ
た
も
の

と
感
じ
て
お
り
、
市
議
会
や
市
政
に
対
し

て
不
信
感
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
失
態
を
お

か
し
ま
し
た
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
お
詫

び
申
し
上
げ
る
も
の
で
す
。
市
議
会
と
し

て
再
び
こ
う
し
た
不
祥
事
が
発
生
し
な
い

よ
う
、
議
会
事
務
局
と
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
体

制
に
つ
い
て
強
化
を
図
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
の
重
さ
を
再
認
識

し
日
々
の
職
務
に
当
た
る
所
存
で
す
。

　
結
び
に
、
今
後
は
自
ら
を
律
し
て
市
民

の
皆
様
の
付
託
に
応
え
得
る
市
議
会
と
な

る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ご
理

解
の
ほ
ど
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
　

　
　
　
　  

加
茂
市
議
会
議
長
　
滝
沢
茂
秋
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九
月
二
十
四
日
に
連
合
審
査
会
を

開
催
し
、
各
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

議
案
十
七
件
に
つ
い
て
、
総
括
質
疑

を
行
い
ま
し
た
。

連
合
審
査
会

　
九
月
二
十
四
日
に
全
員
協
議
会
を

開
催
し
、
令
和
三
年
度
か
ら
高
柳
保

育
園
の
休
園
、
令
和
四
年
度
か
ら
加

茂
保
育
園
の
西
宮
保
育
園
へ
の
統
合

に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、
質
疑
を
行

い
ま
し
た
。

　
十
月
二
十
一
日
に
月
例
全
員
協
議

会
を
開
催
し
、加
茂
紙
の
商
標
登
録
、

加
茂
土
産
物
セ
ン
タ
ー
・
イ
ン
フ
ォ

メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
、
市
民
福
祉

交
流
セ
ン
タ
ー
「
加
茂
美
人
の
湯
」

の
指
定
管
理
、
加
茂
西
小
学
校
の
現

状
等
に
係
る
説
明
会
の
開
催
概
要
、

市
内
小
中
学
校
用
「
電
子
黒
板
」
の

整
備
状
況
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
質

疑
を
行
っ
た
後
、
事
務
に
関
す
る
説

明
書
の
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

全
員
協
議
会

▽
採
択
し
た
も
の

議
員
意
見
交
換
会

　
今
定
例
会
ま
で
に
開
催
さ
れ
た
議

員
意
見
交
換
会
の
報
告
を
致
し
ま
す
。

　
議
会
の
し
く
み
や
運
営
を
市
民
に

ご
理
解
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し

た
議
場
使
用
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

話
し
合
い
ま
し
た
。
他
市
で
は
行
政

が
主
体
と
な
っ
て
「
子
ど
も
議
会
」

を
開
催
す
る
例
も
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
使
用
も
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う

意
見
、
議
場
の
目
的
外
使
用
は
慎
重

に
判
断
す
べ
き
と
の
意
見
な
ど
そ
れ

ぞ
れ
の
考
え
は
あ
り
ま
し
た
が
、
今

後
相
談
が
あ
っ
た
際
に
は
内
容
が
議

会
の
理
解
促
進
と
い
う
趣
旨
に
則
っ

た
も
の
か
を
検
討
し
て
回
答
差
し
上

げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
市
民
と
の
座
談
会
に
つ
い

て
も
意
見
交
換
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
難
し
い

タ
イ
ミ
ン
グ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
座

談
会
の
開
催
は
議
会
と
市
民
と
の
情

報
共
有
や
今
の
加
茂
市
の
課
題
な
ど

理
解
を
深
め
る
機
会
と
な
る
こ
と
か

ら
、
今
で
き
る
形
を
模
索
し
つ
つ
小

規
模
で
の
開
催
も
視
野
に
検
討
を
進

め
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
そ
の
他
、
議
場
や
委
員
会
で
例
規

類
集
の
確
認
な
ど
の
た
め
に
情
報
端

末
を
持
ち
込
む
こ
と
に
つ
い
て
の
検

討
、
一
般
質
問
、
予
算
決
算
の
審
議

に
お
け
る
細
か
な
ル
ー
ル
確
認
な
ど

も
議
論
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
議
長
　
滝
沢
茂
秋

　

地
方
税
財
源
の
確
保
を

求
め
る
意
見
書
を
提
出

意
見
書
二
件
を
提
出

　
定
例
会
初
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、

議
員
提
出
に
よ
る
意
見
書
一
件
を
全

会
一
致
で
可
決
し
、
関
係
機
関
へ
提

出
し
ま
し
た
。

　
そ
の
意
見
書
の
要
旨
は
次
の
と
お

り
で
す
。

◎
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
伴
う
地
方
財
政
の
急
激
な
悪

化
に
対
し
地
方
税
財
源
の
確
保
を
求

め
る
意
見
書

一
．
地
方
の
安
定
的
な
財
政
運
営
に

　
必
要
な
地
方
税
、
地
方
交
付
税
な

　
ど
の
一
般
財
源
総
額
を
確
保
す
る

　
こ
と
。
そ
の
際
、
臨
時
財
政
対
策

　
債
が
累
積
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

　
発
行
額
の
縮
減
に
努
め
る
と
と
も

　
に
、
償
還
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
。

二
．
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
引

　
き
続
き
財
源
保
障
機
能
と
財
源
調

　
整
機
能
の
両
機
能
が
適
切
に
発
揮

　
で
き
る
よ
う
総
額
を
確
保
す
る
こ

　
と
。

三
．
令
和
二
年
度
の
地
方
税
収
が
大

　
幅
に
減
収
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ

　
れ
る
こ
と
か
ら
、
思
い
切
っ
た
減

　
収
補
填
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、

　
減
収
補
填
債
の
対
象
と
な
る
税
目

　
に
つ
い
て
も
、
地
方
消
費
税
を
含

　
め
弾
力
的
に
対
応
す
る
こ
と
。

四
．
税
源
の
偏
在
性
が
小
さ
く
、
税

　
収
が
安
定
的
な
地
方
税
体
系
の
構

　
築
に
努
め
る
と
と
も
に
、
国
税
・

　
地
方
税
の
政
策
税
制
に
つ
い
て
は
、

　
積
極
的
な
整
理
合
理
化
を
図
り
、

　
新
設
・
拡
充
・
継
続
に
当
た
っ
て

　
は
、
有
効
性
・
緊
急
性
を
厳
格
に

　
判
断
す
る
こ
と
。

五
．
と
り
わ
け
、
固
定
資
産
税
は
、

　
市
町
村
の
極
め
て
重
要
な
基
幹
税

　
で
あ
り
、
制
度
の
根
幹
に
影
響
す

　
る
見
直
し
は
、
土
地
・
家
屋
・
償

　
却
資
産
を
問
わ
ず
、
断
じ
て
行
わ

　
な
い
こ
と
。
先
の
緊
急
経
済
対
策

　
と
し
て
講
じ
た
特
例
措
置
は
、
臨

　
時
・
異
例
の
措
置
と
し
て
、
や
む

　
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本

　
来
国
庫
補
助
金
な
ど
に
よ
り
対
応

　
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

　
今
回
限
り
の
措
置
と
し
、
期
限
の

　
到
来
を
も
っ
て
確
実
に
終
了
す
る

　
こ
と
。

私
学
助
成
の

増
額
・
拡
充
を
採
択

　
九
月
定
例
市
議
会
で
受
理
し
た
請

願
は
一
件
で
、
審
議
の
結
果
、
趣
旨

妥
当
と
し
て
採
択
し
ま
し
た
。

・
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
私
立
高
校

生
の
学
び
を
保
障
し
私
立
高
校
の
教

育
環
境
整
備
を
は
か
る
た
め
、
私
学

☆
意
見
書
提
出
を
求
め
る
請
願

　
定
例
会
最
終
日
の
本
会
議
に
お
い

て
、
請
願
第
二
号
採
択
に
伴
う
議
員

提
出
に
よ
る
意
見
書
二
件
を
全
会
一

致
で
可
決
し
、
関
係
機
関
へ
提
出
し

ま
し
た
。

　
そ
の
意
見
書
の
要
旨
は
次
の
と
お

り
で
す
。

◎
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
私
立
高
校
生

の
学
び
を
保
障
し
私
立
高
校
の
教
育

環
境
整
備
を
は
か
る
た
め
、
私
学
助

成
増
額
・
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

（
国
）

一
．
私
立
高
校
生
へ
の
就
学
支
援
金

　
制
度
を
施
設
設
備
費
も
対
象
に
す

　
る
こ
と
、
年
収
五
百
九
十
万
円
を

　
超
え
る
世
帯
へ
の
支
援
金
を
増
額

　
す
る
な
ど
、
制
度
の
拡
充
を
お
こ

　
な
う
こ
と
。

二
．
私
立
高
校
入
学
金
へ
の
新
た
な

　
助
成
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

三
．
私
立
高
校
へ
の
経
常
経
費
に
対

　
す
る
助
成
を
増
額
す
る
こ
と
。

◎
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
私
立
高
校
生

の
学
び
を
保
障
し
私
立
高
校
の
教
育

環
境
整
備
を
は
か
る
た
め
、
私
学
助

成
増
額
・
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

（
県
）

一
．
学
費
の
公
私
間
格
差
是
正
へ
国

　
の
制
度
拡
充
と
相
ま
っ
て
、
県
独

　
自
の
学
費
軽
減
制
度
を
拡
充
す
る

　
こ
と
。

二
．
私
立
高
校
へ
の
経
常
費
助
成
を

　
増
額
す
る
こ
と
。

助
成
増
額
・
拡
充
を
求
め
る
意
見
書
」

の
採
択
を
求
め
る
請
願
（
新
潟
県
私
学

の
公
費
助
成
を
す
す
め
る
会
会
長
）

（
第
三
号
）
は
、
総
額
一
千
六
百
三

十
三
万
九
千
円
を
増
額
す
る
も
の
で

会
計
（
第
三
号
）
は
、
歳
出
で
諸
支

出
金
一
千
十
五
万
一
千
円
な
ど
総
額

一
千
九
百
十
三
万
三
千
円
の
増
額
で
、

財
源
は
、
県
支
出
金
一
千
五
百
三
十

三
万
一
千
円
な
ど
を
増
額
し
、
国
民

計
（
第
二
号
）
は
、
総
務
費
一
千
七

百
七
十
六
万
六
千
円
の
増
額
で
、
同

額
繰
入
金
を
増
額
し
て
措
置
す
る
も

の
で
す
。

　
こ
の
結
果
、
予
算
の
総
額
は
十
九

億
八
千
七
百
九
十
二
万
四
千
円
と
な

り
ま
し
た
。

84
号
議
案

介
護
保
険
特
別
会
計

　
こ
の
定
例
会
に
、
市
長
か
ら
提
出

さ
れ
た
議
案
の
内
容
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

な
ま
ち
づ
く
り
条
例
は
、
加
茂
市
に

お
い
て
犯
罪
の
な
い
安
全
・
安
心
な

ま
ち
づ
く
り
の
実
現
を
推
進
す
る
た

め
、
基
本
理
念
や
市
及
び
市
民
等
の

役
割
、
計
画
的
な
推
進
の
た
め
の
基

本
的
事
項
等
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　
　
九
月
定
例
市
議
会
は
、
十
七
日
か
ら
十
月
六
日
ま
で
会
期
二
十
日
間
で
開
か
れ
ま
し
た
。
　
　

　
こ
の
定
例
会
で
は
、
条
例
制
定
、
各
会
計
補
正
予
算
、
人
事
及
び
令
和
元
年
度
決
算
な
ど
市
長

提
出
議
案
二
十
一
件
を
審
議
の
結
果
、
第
百
号
議
案
一
件
の
審
議
未
了
を
除
き
、
原
案
可
決
、
認
定
、

同
意
し
ま
し
た
。

　
議
員
提
出
の
意
見
書
三
件
を
原
案
可
決
し
、
意
見
書
は
関
係
機
関
へ
提
出
し
ま
し
た
。

犯
罪
の
な
い
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
条
例
を
可
決

定  

例  

会  

日  

程

　 9月  17日　本会議
　　　　18日　本会議
　　　　23日　本会議
　　　　24日　連合審査会・全員協議会
　　　　25日　産業建設常任委員会
　　　　28日　社会厚生常任委員会
　　　　29日　総務文教常任委員会
　　　　30日　決算審査第１特別委員会
　10月　 1日　決算審査第２特別委員会
　　　　 2日　決算審査第３特別委員会
　　　　 6日　本会議

83
号
議
案

下
水
道
事
業
特
別
会

別
会
計
（
第
二
号
）
は
、
歳
出
で
総

務
費
三
十
八
万
六
千
円
な
ど
総
額
六

十
八
万
五
千
円
の
増
額
で
、
財
源
は
、

繰
入
金
三
十
八
万
六
千
円
な
ど
を
増

額
し
て
措
置
す
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
結
果
、
予
算
の
総
額
は
三
億

三
千
五
百
六
十
二
万
円
と
な
り
ま
し

た
。 82

号
議
案

後
期
高
齢
者
医
療
特

81
号
議
案

国
民
健
康
保
険
特
別

令和元年度 会計別決算状況 （単位：千円）

区 分 歳 入 総 額

一 般 会 計

特

別

会

計

国民健康保険

後期高齢者医療

宅地造成事業

下水道事業

介 護 保 険

在 宅 介 護
サービス事業

11‚ 551, 238 11‚ 418, 580 132, 658 25, 226 107, 432

2‚ 776, 188 2‚ 750, 306 25, 882 0 25, 882

307, 992 303, 340 4, 652 0 4, 652

88, 810 77, 910 10, 900 0 10, 900

2‚ 012, 501 1‚ 995, 454 17, 047 11, 060 5, 987

3, 224, 601 3, 124, 436 100, 165 0 100, 165

490, 632 486, 519 4, 113 0 4, 113

健
康
保
険
税
二
千
四
百
十
六
万
七
千

円
を
減
額
し
て
措
置
す
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
結
果
、
予
算
の
総
額
は
二
十

七
億
四
千
三
百
十
七
万
七
千
円
と
な

り
ま
し
た
。

事
業
特
別
会
計
（
第
二
号
）
は
、
総

額
二
百
五
十
九
万
七
千
円
を
減
額
す

る
も
の
で
す
。
歳
出
の
内
容
は
、
訪

問
看
護
事
業
費
二
百
七
十
六
万
五
千

円
を
減
額
し
、
居
宅
介
護
支
援
事
業

費
十
六
万
八
千
円
を
増
額
す
る
も
の

で
す
。

　
こ
の
財
源
は
、
サ
ー
ビ
ス
収
入
二

百
五
十
九
万
七
千
円
を
減
額
し
て
措

置
す
る
も
の
で
す
。

条
例
制
定

犯
罪

の
な
い
安
全
・
安
心

95
号
議
案

す
。

　
歳
出
の
内
容
は
、
諸
支
出
金
一
千

八
百
十
八
万
五
千
円
な
ど
を
増
額
し
、

地
域
支
援
事
業
費
百
六
十
六
万
四
千

円
な
ど
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
財
源
は
、
国
庫
支
出
金
一
千

二
百
六
十
九
万
六
千
円
な
ど
を
増
額

し
、
介
護
保
険
料
一
千
百
五
十
六
万

四
千
円
な
ど
を
減
額
し
て
措
置
す
る

も
の
で
す
。

　
こ
の
結
果
、
予
算
の
総
額
は
三
十

二
億
一
千
三
百
四
十
八
万
五
千
円
と

な
り
ま
し
た
。

水道事業会計
収益的収入 収益的支出 差引額 資本的収入 資本的支出 差引額

506, 633 479, 129 27, 504 49, 010 181, 834 ▲132, 824

85
号
議
案

在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス

補
正
予
算

一
般 

会
計
（
第
八
号
）
は
、

80
号
議
案

総
額
五
千
四
百
十
七
万
一
千
円
を
増

額
す
る
も
の
で
す
。

　
歳
出
の
内
容
は
、
税
外
収
入
過
年

度
還
付
金
二
千
百
万
円
な
ど
を
増
額

し
、
職
員
人
件
費
一
千
九
百
五
十
四

万
七
千
円
な
ど
を
減
額
す
る
も
の
で

す
。

　
こ
の
財
源
は
、
繰
越
金
三
千
三
百

五
十
四
万
二
千
円
な
ど
を
増
額
し
て

措
置
す
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
結
果
、
予
算
の
総
額
は
百
五

十
三
億
一
千
四
百
十
一
万
四
千
円
と

な
り
ま
し
た
。

　
地
方
債
の
補
正
は
、
小
学
校
施
設

整
備
事
業
債
を
追
加
し
、
行
政
改
革

推
進
債
の
限
度
額
を
変
更
す
る
も
の

で
す
。

歳 出 総 額 歳入歳 出
差 引 額

翌年度へ繰り
越すべき財源

実質収支額
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こ
の
結
果
、
予
算
の
総
額
は
五
億
一

千
六
十
八
万
三
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

人

事

二
号
）
は
、
収
益
的
収
支
に
つ
い
て
、

収
入
で
営
業
外
収
益
二
十
四
万
円
を

減
額
し
、
支
出
で
営
業
費
用
六
百
六

十
六
万
一
千
円
を
減
額
す
る
も
の
で

す
。

は
、
情
報
政
策
費
四
百
万
円
を
減
額

し
、
同
額
財
政
調
整
基
金
積
立
金
を

増
額
す
る
も
の
で
す
。

　
債
務
負
担
行
為
の
補
正
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
構
築
及
び
運
用
事
業
費
に

つ
い
て
、
そ
の
期
間
及
び
限
度
額
を

定
め
る
も
の
で
す
。

五
月
に
新
栄
町
で
発
生
し
た
交
通
事

故
で
相
手
方
へ
の
損
害
賠
償
額
が
三

百
二
十
八
万
七
千
九
百
九
十
九
円
と

な
り
、
五
十
万
円
を
超
え
る
た
め
、

損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
議
会
議
決

を
求
め
た
も
の
で
す
。

九
月
三
十
日
に
任
期
満
了
と
な
る
教

育
委
員
会
委
員
に
、
新
た
に
田
邊
俊

樹
氏
（
上
町
53
歳
）
の
選
任
に
つ
い

て
同
意
し
ま
し
た
。

議
で
、
十
月
四
日
に
任
期
満
了
と
な

る
教
育
委
員
会
委
員
に
、
新
た
に
藤

田
和
子
氏
（
新
栄
町
、
61
歳
）
の
選

任
に
つ
い
て
同
意
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
（
第
九
号
）

86
号
議
案

水
道
事
業
会
計（
第

97
号
議
案

定
例
会
初
日
の
本
会

令
和
元
年
度

　
　
決
算
を
認
定

　
こ
れ
ま
で
十
二
月

定
例
会
で
審
査
し
て

い
た
前
年
度
決
算
は
、
今
年
度
か
ら
、

九
月
定
例
会
で
審
査
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

特
別
会
計
及
び
水
道
事
業
会
計
の
令

和
元
年
度
決
算
に
つ
い
て
、
各
特
別

委
員
長
の
報
告
の
後
、
全
て
全
会
一

致
で
認
定
し
ま
し
た
。

　
水
道
事
業
会
計
決
算
は
、
収
益
的

収
入
及
び
支
出
で
は
、
五
億
六
百
六

十
三
万
三
千
三
百
十
円
の
収
益
を
上

決

算

感染症及び音響対策として、議席前列中央に
一般質問の再質問用の発言席を設置しました

げ
、
四
億
七
千
九
百
十
二
万
九
千
七

百
九
十
円
の
費
用
を
支
出
し
、
差
し

引
き
二
千
七
百
五
十
万
三
千
五
百
二

十
円
の
純
利
益
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
資
本
的
収
入
及
び
支
出
で

は
、
収
入
が
四
千
九
百
一
万
三
百
八

十
七
円
、
支
出
が
一
億
八
千
百
八
十

三
万
四
千
六
百
二
十
四
円
と
な
り
、

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に

対
し
て
不
足
す
る
額
一
億
三
千
二
百

八
十
二
万
四
千
二
百
三
十
七
円
は
、

過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
、
当

年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
及
び
当

年
度
分
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資

本
的
収
支
調
整
額
で
補
て
ん
す
る
も

の
で
す
。

　
各
会
計
別
の
決
算
状
況
は
、
二
頁

の
表
の
と
お
り
で
す
。

100
号
議
案

損
害

賠
償
額
の
決
定
は
、

99
号
議
案

定
例

会
初
日
の
本
会
議
で
、

96
号
議
案

損
害
賠
償
額

会
議
で
、
加
茂
市
、
加
茂
市
・
田
上

町
消
防
衛
生
保
育
組
合
公
平
委
員
会

委
員
に
、
新
た
に
齋
藤
淳
氏
（
下
条
、

60
歳
）
の
選
任
に
つ
い
て
同
意
し
ま

し
た
。

98
号
議
案

定
例
会
最
終
日
の
本

一
般
会
計
、
各

87
〜
94
号
議
案

　
　
　
　
　
十
月
六
日
の
九
月
定
例

　
　
　
　
会
最
終
日
で
、
本
来
で
あ

　
　
　
　
れ
ば
議
事
日
程
に
載
せ
る

べ
き
第
百
号
議
案
を
失
念
の
た
め
、

上
程
せ
ず
、
議
決
す
る
こ
と
な
く
九

月
定
例
会
を
閉
会
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
第
百
号
議
案
は
審
議
未
了
の
扱

い
と
な
り
、
廃
案
と
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
た
め
、
同
議
案
を
議
決
す
る

た
め
、
同
日
午
後
、
急
遽
十
月
臨
時

会
を
開
き
、
新
た
な
議
案
と
し
て
第

百
一
号
議
案
を
上
程
し
ま
し
た
。

　
議
決
を
行
っ
た
結
果
、
全
会
一
致

で
原
案
可
決
し
ま
し
た
。

九
月
定
例
会
最
終
日

閉
会
後
、
同
日
開
催

１０月
臨時会

は
、
九
月
定
例
会
第
百
号
議
案
と
同

じ
内
容
の
も
の
を
、
第
百
一
号
議
案

と
し
て
、
議
案
番
号
の
み
を
変
更
し

た
も
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　

一
般
会
計
（
第
九
号
）

101
号
議
案

　各常任委員会に付託された議案
は、９月２５日から２９日の間に各
常任委員会を開いて慎重に審査した
結果、議案は全て原案可決、請願は
採択すべきものと決まり、最終日の
本会議へ報告されました。

　
九
月
二
十
五
日
に
委
員
会
を
開
催

し
、
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
付
託

さ
れ
た
議
案
三
件
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
説
明
を
受
け
、
慎
重
に
審
査
し

た
結
果
、
特
に
意
見
・
要
望
を
付
す

こ
と
も
な
く
、
全
て
全
会
一
致
で
原

案
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し

た
。

　
九
月
二
十
八
日
に
委
員
会
を
開
催

し
、
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
付
託

さ
れ
た
議
案
五
件
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
説
明
を
受
け
、
慎
重
に
審
査
し

た
結
果
、
特
に
意
見
・
要
望
を
付
す

こ
と
も
な
く
、
全
て
全
会
一
致
で
原

産
業
建
設
常
任
委
員
会

　
九
月
二
十
九
日
に
委
員
会
を
開
催

し
、
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
付
託

さ
れ
た
議
案
三
件
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
説
明
を
受
け
、
慎
重
に
審
査
し

た
結
果
、
特
に
意
見
・
要
望
を
付
す

こ
と
も
な
く
、
全
て
全
会
一
致
で
原

案
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し

た
。

　
ま
た
、「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
私

立
高
校
生
の
学
び
を
保
障
し
私
立
高

校
の
教
育
環
境
整
備
を
は
か
る
た
め
、

私
学
助
成
増
額
・
拡
充
を
求
め
る
意

見
書
」
の
採
択
を
求
め
る
請
願
は
、

紹
介
議
員
の
説
明
の
後
、
審
査
を
行

い
、
趣
旨
妥
当
と
し
て
、
全
会
一
致

で
採
択
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し

た
。

社
会
厚
生
常
任
委
員
会

案
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し

た
。総

務
文
教
常
任
委
員
会

審査中の社会厚生常任委員会（9月28日）

問　　
①
総
合
計
画
策
定
を

　
　
市
民
は
期
待
と
希
望

を
持
っ
て
見
守
っ
て
い
る
。

策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
改
訂

版
が
示
さ
れ
、
策
定
委
員

二
十
一
名
、
策
定
主
任
当

初
三
十
五
名
が
組
織
さ
れ
、

活
動
を
開
始
し
た
。
⑴
策

定
委
員
会
、
策
定
主
任
会

議
、
条
例
に
基
づ
く
審
議

会
の
開
催
状
況
と
作
業
の

進
捗
状
況
に
つ
い
て
伺
う
。

⑵
広
報
か
も
七
七
一
号
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
対
象
施

設
、
五
十
五
施
設
に
変
更

は
な
い
の
か
確
認
す
る
。

⑶
審
議
会
条
例
第
三
条
第
二
項
各
号
に

よ
る
委
嘱
状
況
に
つ
い
て
内
訳
を
伺
う
。

⑷
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
、
中
学
生
ア
ン
ケ

ー
ト
の
集
約
状
況
は
い
か
が
か
。

②
統
廃
合
を
含
め
た
加
茂
西
小
学
校
の

今
後
は
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
早
期
に

道
筋
を
確
定
さ
れ
、
地
域
住
民
へ
の
周

知
徹
底
を
図
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
①
⑴
策
定
委
員
会
は
九
月
二
十
五

　
　
日
、
審
議
会
は
十
月
九
日
に
開
催

す
る
。
策
定
主
任
は
八
月
三
日
に
策
定

事
務
説
明
会
、
七
日
に
研
修
会
を
開
催

し
た
。
九
月
九
日
、
十
一
日
に
分
野
別

の
班
ご
と
に
第
一
回
策
定
主
任
会
議
を

開
催
。
作
業
は
策
定
主
任
が
総
合
計
画

の
策
定
方
針
、
骨
子
案
を
作
成
中
。
市

民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
四
十
二
人
応
募

が
あ
り
、
九
月
二
十
六
日
、
十
月
十
日
、

二
十
四
日
開
催
。
意
見
や
ア
イ
デ
ア
を

出
し
合
っ
て
い
た
だ
く
。
⑵
公
共
施
設

再
配
置
計
画
の
対
象
施
設
で
、
総
合
計

画
の
中
で
は
公
共
施
設
全
体
の
課
題
、

方
針
等
を
掲
載
す
る
予
定
。
個
別
の
施

設
は
掲
載
対
象
施
設
、
記
載
方
法
な
ど

を
計
画
策
定
過
程
で
検
討
す
る
。
⑶
審

議
会
委
員
は
公
募
委
員
三
名
を
含
む
二

十
名
を
選
任
し
十
月
九
日
の
第
一
回
審

議
会
で
委
嘱
す
る
。
⑷
十
八
歳
以
上
の

市
内
在
住
者
二
千
名
を
対
象
に
九
百
九

十
六
名
か
ら
回
答
い
た
だ
き
、
集
計
作

業
中
。
中
学
生
に
は
市
内
の
三
年
生
を

対
象
に
百
七
十
四
名
か
ら
回
答
い
た
だ

き
、
今
後
集
計
結
果
の
分
析
を
行
う
。

②
保
護
者
・
地
域
住
民
の
皆
様
に
、
何

よ
り
も
子
供
た
ち
を
中
心
に
置
き
教
育

条
件
の
改
善
を
図
る
こ
と
で
、
健
や
か

な
成
長
と
学
校
教
育
の
目
標
を
実
現
す

る
こ
と
を
丁
寧
に
説
明
し
、
学
校
の
在

り
方
や
学
校
教
育
の
充
実
と
い
う
点
を

御
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

答 総合計画の作業進捗状況について
議員政友クラブ 白 川 克 広

　
一
般
会
計
、
各
特
別
会
計
及
び
水

道
事
業
会
計
の
令
和
元
年
度
決
算
に

つ
い
て
は
、
三
つ
の
決
算
審
査
特
別

委
員
会
を
設
置
し
九
月
三
十
日
か
ら

十
月
二
日
の
間
に
各
特
別
委
員
会
を

開
催
し
、
慎
重
に
審
査
を
行
い
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
各
会
計
決
算
は
、

全
て
の
特
別
委
員
会
で
全
会
一
致
で

認
定
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

※

議
長
、
議
会
選
出
監
査
委
員
を
除

　
く
。

（
◎
委
員
長
　
○
副
委
員
長
）

決
算
審
査
第
一
特
別
委
員
会

◎
森
山
　
一
理
　
○
大
橋
　
一
久

　
森
　
　
友
和
　
　
中
沢
真
佐
子

　
白
川
　
克
広
　
　
佐
藤
　
俊
夫

　
大
平
　
一
貴
　
　
山
田
　
義
栄

　
安
田
　
憲
喜
　
　
樋
口
　
博
務

　
関
　
　
龍
雄

・
一
般
会
計
歳
出
の
う
ち
産
業
建

　
設
常
任
委
員
会
所
管
の
部
分

・
宅
地
造
成
事
業
特
別
会
計

・
下
水
道
事
業
特
別
会
計

・
水
道
事
業
会
計

決
算
審
査
第
二
特
別
委
員
会

◎
樋
口
　
博
務
　
○
森
　
　
友
和

　
橋
本
　
昌
美
　
　
中
沢
真
佐
子

　
三
沢
　
嘉
男
　
　
白
川
　
克
広
　

　
大
平
　
一
貴
　
　
森
山
　
一
理

　
中
野
　
元
栄
　
　
安
武
　
秀
敏

　
樋
口
　
浩
二

・
一
般
会
計
歳
出
の
う
ち
社
会
厚
生

　
常
任
委
員
会
所
管
の
部
分

・
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

・
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

・
介
護
保
険
特
別
会
計

・
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
特
別
会

　
計

決
算
審
査
第
三
特
別
委
員
会

◎
三
沢
　
嘉
男
　
○
橋
本
　
昌
美

　
大
橋
　
一
久
　
　
佐
藤
　
俊
夫

　
山
田
　
義
栄
　
　
中
野
　
元
栄

　
安
田
　
憲
喜
　
　
安
武
　
秀
敏

　
樋
口
　
浩
二
　
　
関
　
　
龍
雄

・
一
般
会
計
歳
入
及
び
歳
出
の
う
ち

　
総
務
文
教
常
任
委
員
会
所
管
の
部

　
分

審査中の決算審査第２特別委員会（10月1日）

決
算
審
査
特
別
委
員
会

決
算
審
査
特
別
委
員
会
の
構
成

会議録は、図書館、勤労青少年ホーム、かも川荘、ゆきつばき荘、
各コミュニティセンターと加茂市議会ホームページでご覧いただけます。



R２. 10. 31 第211号 ⑷R２. 10. 31⑺ 第211号

問

問　　
市
の
収
入
を
増
や
す

　
　
手
段
と
し
て
ふ
る
さ

と
納
税
に
力
を
入
れ
、
返

礼
品
の
充
実
を
図
っ
て
い

る
が
、
自
治
体
間
で
寄
附

者
を
集
め
続
け
る
た
め
の

返
礼
品
合
戦
と
な
ら
な
い

よ
う
工
夫
が
必
要
。
総
務

省
の
ふ
る
さ
と
起
業
家
支

援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
ふ
る

さ
と
移
住
交
流
促
進
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
い
う
支
援
策

や
、
移
住
、
定
住
へ
の
前

段
階
と
な
る
関
係
人
口
創

出
・
拡
大
事
業
と
い
う
取

組
も
目
指
し
て
い
く
べ
き
。

で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
て
は
い
か

が
か
。
⑴
ふ
る
さ
と
納
税
の
寄
附
金
額

の
実
績
と
返
礼
品
の
傾
向
を
伺
う
。
返

礼
品
の
変
更
に
つ
い
て
も
伺
う
。
⑵
ガ

バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

の
進
捗
状
況
を
伺
う
。
⑶
ふ
る
さ
と
納

税
の
寄
附
額
の
拡
大
方
法
や
寄
附
金
の

活
用
方
法
、
今
後
の
運
営
方
針
を
伺
う
。

　
　
⑴
三
十
年
度
は
八
百
三
十
三
件
、

　
　
一
千
四
百
九
十
八
万
円
。
昨
年
度

は
一
千
四
百
三
十
三
件
、
五
千
五
百
七

十
三
万
円
。
今
年
度
は
八
月
末
で
八
百

十
件
、
二
千
七
百
七
十
二
万
円
。
前
年

同
期
は
百
三
十
八
件
、
二
百
四
十
四
万

円
。
取
扱
い
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
や
返
礼

品
数
、
種
類
を
増
や
し
た
。
コ
シ
ヒ
カ

リ
や
ル
レ
ク
チ
エ
な
ど
新
潟
な
ら
で
は

の
も
の
や
加
茂
市
な
ら
で
は
の
桐
製
品

が
人
気
。
返
礼
品
は
常
時
募
集
し
、
ボ

ー
ダ
ー
シ
ャ
ツ
や
ビ
ジ
ネ
ス
シ
ュ
ー
ズ

等
を
追
加
。
現
在
の
返
礼
品
は
三
十
七

社
、
三
百
五
十
七
品
目
。
⑵
同
様
の
取

組
で
商
工
会
議
所
青
年
部
と
連
携
し
実

施
の
か
も
メ
シ
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は

多
く
の
御
支
援
を
い
た
だ
い
た
。
明
確

な
目
的
が
あ
り
応
援
し
た
く
な
る
、
必

要
性
が
高
く
共
感
し
て
も
ら
え
る
事
業

を
考
え
た
い
。
加
茂
市
へ
愛
着
を
感
じ

て
い
た
だ
け
る
事
業
を
検
討
し
、
三
年

度
実
施
を
考
え
て
い
る
。
⑶
引
き
続
き

返
礼
品
の
拡
充
を
行
う
。
返
礼
品
の
見

せ
方
を
工
夫
す
る
写
真
撮
影
講
習
会
を

行
っ
た
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ふ
る
さ

と
納
税
特
設
サ
イ
ト
や
イ
ン
ス
タ
グ
ラ

ム
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
魅
力
発
信
を
行
っ

て
い
る
。
今
後
は
議
員
御
提
案
の
取
組

等
を
検
討
す
る
。
寄
附
金
は
寄
附
者
が

加
茂
市
を
応
援
し
た
く
な
る
事
業
に
活

用
し
、
結
果
等
の
情
報
発
信
を
行
い
、

ふ
る
さ
と
納
税
の
拡
大
に
努
め
た
い
。

答

　
　
①
コ
ロ

　
　
ナ
禍
に

よ
る
国
民
健

康
保
険
税
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
及
び
介
護
保

険
料
の
減
免
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
⑴

各
保
険
の
対
象
者
数
、
減
免
申
請
者
数

を
伺
う
。
⑵
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

申
請
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

も
同
時
に
受
け
付
け
て
も
ら
え
る
か
。

⑶
減
免
制
度
を
知
ら
な
い
方
、
手
続
の

煩
雑
さ
か
ら
申
請
を
断
念
す
る
方
も
い

る
。
は
が
き
に
よ
る
広
報
等
、
申
請
を

勧
め
る
必
要
が
あ
る
。

②
全
市
民
対
象
に
今
冬
の
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
予
防
接
種
の
無
料
化
を
緊
急
経
済

対
策
と
し
て
実
施
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
と
の
同
時
流
行
に
備
え
る
べ
き
。

⑴
三
十
年
度
、
元
年
度
の
受
診
対
象
者

数
、
受
診
率
。
⑵
予
防
接
種
の
無
料
化

の
考
え
。
⑶
助
成
経
費
に
つ
い
て
伺
う
。

　
　
①
⑴
納
付
義
務
者
数
は
国
民
健
康

　
　
保
険
税
三
千
六
百
八
十
七
人
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
五
千
百
十
二
人
、

介
護
保
険
料
九
千
七
百
二
十
五
人
。
減

免
申
請
者
数
は
国
民
健
康
保
険
税
三
十

二
人
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
十
一

人
、
介
護
保
険
料
四
十
人
。
⑵
税
務
課

窓
口
で
受
付
し
、
賦
課
状
況
、
世
帯
状

況
を
確
認
。
同
時
に
世
帯
内
の
減
免
申

請
を
し
て
い
た
だ
く
。
⑶
全
世
帯
配
布

の
支
援
一
覧
表
等
で
広
報
し
、
減
免
申

請
関
係
書
類
を
納
付
通
知
書
に
同
封
し

送
付
し
た
。
窓
口
に
お
越
し
い
た
だ
き

聞
き
取
り
し
世
帯
員
全
て
の
保
険
料
の

減
免
書
類
を
作
成
す
る
。
印
鑑
と
収
入

の
分
か
る
資
料
を
お
持
ち
い
た
だ
き
手

続
可
能
。
減
免
制
度
の
申
請
期
限
は
来

年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
で
、
継
続
的

な
周
知
が
必
要
と
思
い
、
案
内
チ
ラ
シ

を
市
内
全
世
帯
に
複
数
回
配
布
す
る
。

②
⑴
高
齢
者
の
接
種
率
は
、
三
十
年
度

五
六
・
八
一
％
、元
年
度
五
四
・
八
四
％
。

十
三
歳
未
満
は
三
十
年
度
七
四
・
五
四

％
、
元
年
度
は
試
算
で
六
八
％
。
⑵
無

料
化
に
よ
り
需
要
が
急
増
し
、
優
先
接

種
す
る
べ
き
方
の
接
種
に
支
障
が
出
る

こ
と
を
懸
念
。
国
、
県
の
情
報
を
注
視

し
情
報
収
集
に
努
め
た
い
。
⑶
二
年
度

予
算
は
、
六
十
五
歳
以
上
が
二
千
四
百

二
十
万
円
、
十
三
歳
未
満
約
四
百
七
十

万
円
計
上
。
全
市
民
接
種
の
場
合
、
総

額
一
億
二
千
五
百
八
十
万
円
と
試
算
。

あ
と
九
千
六
百
九
十
万
円
必
要
。

答 コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
保
険
税（
料
）の
減
免
に
つ
い
て

議
員

佐

藤

俊

夫

大
志
の
会

ふるさと納税を活用した加茂市の魅力の向上
について 議員大志の会 浅  野  一  明

問

問　　
　
定
年
延
長
と
は
六
十

　
　
　
歳
定
年
か
ら
最
長
三

年
、
給
料
は
定
年
時
の
ま
ま

減
額
さ
れ
ず
、
支
給
さ
れ
る

と
い
う
も
の
。
定
年
時
期
が

分
か
っ
て
い
る
の
に
後
任
の

育
成
や
人
員
の
補
充
を
し
て

い
た
の
か
。
こ
の
制
度
は
あ

く
ま
で
特
例
で
あ
り
常
態
化

し
た
職
場
に
適
用
す
る
も
の

で
は
な
く
、
人
事
院
の
立
場

と
相
違
す
る
。
そ
も
そ
も
替

え
の
利
か
な
い
公
務
員
は
本

来
い
な
い
。
市
長
は
市
民
サ

ー
ビ
ス
の
料
金
値
上
げ
に
つ

い
て
他
市
等
と
同
じ
レ
ベ
ル

で
お
願
い
し
た
い
、
と
説
明
し
て
い
た
。

元
を
正
せ
ば
市
の
財
政
難
を
職
員
の
削

減
で
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
前
市
長
を
踏

襲
し
定
年
延
長
の
職
員
に
は
高
い
ま
ま

の
給
料
を
支
払
っ
て
い
た
。
市
民
に
対

す
る
説
明
と
相
違
す
る
。
三
条
市
は
定

年
延
長
は
一
人
も
い
な
い
。
⑴
藤
田
市

長
の
市
議
会
議
員
在
任
中
の
定
年
延
長

に
つ
い
て
の
考
え
を
伺
う
。
⑵
定
年
延

長
に
つ
い
て
市
長
は
、
副
市
長
以
下
担

当
部
署
等
と
ど
の
よ
う
に
相
談
し
対
処

し
た
の
か
。
⑶
定
年
延
長
の
現
状
を
ど

う
思
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
。
⑷
定
年
延

長
の
今
後
の
方
針
を
教
え
て
ほ
し
い
。

　
　
⑴
在
任
中
も
考
え
は
あ
り
、
現
在

　
　
は
実
態
把
握
し
考
え
は
強
く
な
っ

た
。
延
長
の
場
合
は
議
会
や
市
民
へ
説

明
で
き
る
十
分
な
理
由
が
必
要
。
財
政

状
況
か
ら
定
年
延
長
は
で
き
な
い
。
再

任
用
制
度
を
活
用
す
る
。
年
度
途
中
の

市
長
就
任
で
運
用
変
更
の
周
知
期
間
を

確
保
で
き
な
か
っ
た
。
⑵
昨
年
の
行
財

政
健
全
化
推
進
計
画
作
成
過
程
で
、
延

長
職
員
の
人
件
費
や
退
職
金
、
職
員
退

職
時
の
市
民
サ
ー
ビ
ス
維
持
、
募
集
職

種
を
話
し
合
っ
た
。
二
年
度
か
ら
運
用

変
更
の
意
見
と
職
員
の
生
活
設
計
へ
の

配
慮
が
必
要
と
の
意
見
が
あ
り
、
周
知

期
間
が
十
分
で
な
く
二
年
度
は
継
続
し

た
。
⑶
定
年
延
長
の
運
用
を
変
更
す
る

か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
件
費
カ

ッ
ト
は
実
施
せ
ざ
る
を
得
な
い
財
政
状

況
。
人
件
費
カ
ッ
ト
は
最
終
手
段
と
今

で
も
思
う
。
⑷
来
年
度
以
降
、
職
員
の

希
望
の
み
で
の
定
年
延
長
の
運
用
は
取

り
や
め
る
と
昨
年
度
末
に
決
め
、
運
用

変
更
を
対
象
職
員
や
職
員
組
合
へ
知
ら

せ
た
。
本
年
九
月
四
日
に
職
員
全
員
に

周
知
し
た
。
職
員
補
充
や
人
材
育
成
等
、

働
く
環
境
の
改
善
に
取
り
組
む
。

答

　
　
⑴
女
性

　
　
管
理
職

は
何
人
か
。

⑵
審
議
会
の

女
性
比
率
は
ど
う
か
。
⑶
男
女
共
同
参

画
社
会
基
本
法
に
基
づ
く
条
例
制
定
、

基
本
計
画
作
成
は
ど
う
か
。
⑷
女
性
活

躍
推
進
計
画
策
定
及
び
協
議
会
設
置
を

伺
う
。
⑸
女
性
活
躍
推
進
の
庁
内
連
絡

会
議
、
諮
問
機
関
に
つ
い
て
伺
う
。
⑹

女
性
消
防
士
が
い
な
い
。
見
解
を
伺
う
。

⑺
意
欲
あ
る
女
性
の
研
修
受
講
、
議
会

行
政
視
察
参
加
は
い
か
が
か
。
⑻
男
女

共
同
参
画
の
講
演
会
は
ど
う
か
。
⑼
総

合
計
画
に
男
女
共
同
参
画
の
位
置
づ
け

は
あ
る
か
。
策
定
委
員
及
び
主
任
の
女

性
比
率
は
ど
う
か
。
審
議
会
の
長
は
ど

な
た
で
、
女
性
の
比
率
は
ど
う
か
。
⑽

女
性
専
門
課
の
設
置
や
女
性
関
連
施
設

設
置
の
見
解
を
伺
う
。
⑾
男
女
共
同
参

画
の
学
校
教
育
活
動
は
い
か
が
か
。

　
　
⑴
課
長
職
十
七
人
中
女
性
一
人
。

　
　
市
政
上
初
の
女
性
課
長
。
課
長
補

佐
職
は
三
十
年
度
女
性
ゼロ
。
今
年
度
三

十
七
人
中
女
性
八
人
。
⑵
審
議
会
等
二

十
二
の
う
ち
女
性
登
用
は
十
八
、
委
員

総
数
三
百
五
十
二
人
中
女
性
七
十
八
人
。

二
二
・
二
％
。
女
性
割
合
を
増
や
す
こ

と
を
意
識
す
る
。
⑶
法
に
条
例
は
触
れ

ら
れ
ず
基
本
計
画
策
定
は
努
力
義
務
。

真
の
男
女
共
同
参
画
社
会
実
現
に
は
計

画
が
必
要
。
⑷
推
進
計
画
策
定
は
努
力

義
務
。
協
議
会
は
設
置
で
き
る
と
の
規

定
。
総
合
計
画
策
定
後
に
取
り
組
み
た

い
。
⑸
庁
内
連
絡
会
議
も
同
様
。
⑹
女

性
消
防
士
を
採
用
し
た
い
。
応
募
を
お

願
い
し
て
い
る
が
応
募
は
な
い
。
更
衣

室
等
の
改
修
を
行
い
た
い
。
⑺
自
治
大

学
校
に
女
性
職
員
が
受
講
予
定
。
視
察

随
行
に
女
性
を
推
奨
し
た
い
。
⑻
必
要

に
応
じ
開
催
し
た
い
。
⑼
総
合
計
画
に

位
置
づ
け
る
。
策
定
委
員
は
、
市
長
、

副
市
長
、
教
育
長
、
課
長
、
消
防
長
の

二
十
一
人
で
女
性
は
二
人
、
九
・
五
％
、

市
職
員
で
構
成
の
策
定
主
任
は
三
十
六

人
で
女
性
は
九
人
、
二
五
％
。
審
議
会

委
員
は
二
十
人
で
女
性
は
九
人
、
四
五

％
。
審
議
会
の
長
は
十
月
九
日
開
催
の

第
一
回
審
議
会
で
委
員
の
互
選
に
よ
り

選
任
さ
れ
る
。
⑽
今
後
の
全
体
的
な
施

策
推
進
の
中
で
判
断
す
る
。
⑾
男
女
の

性
別
に
関
係
な
く
、
一
人
の
人
間
と
し

て
個
性
が
尊
重
さ
れ
、
資
質
、
能
力
を

伸
ば
す
教
育
活
動
を
推
進
し
て
い
る
。

答

議
員

Ｙ
Ｏ
２
７
８
１

男
女
共
同
参
画
な
く
し
て

安

武

秀

敏

議員れいわの風 橋  本  昌  美

加茂市はなぜ、定年延長の職員が９名もいるのでしょうか。
年間で１千万円以上の不要な支出です。
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問

問　　
①
⑴
コ
ム
ソ
モ
リ
ス

　
　
ク
・
ナ
・
ア
ム
ー
レ

市
と
の
交
流
内
容
見
直
し

の
声
が
聞
こ
え
る
。
今
後

の
交
流
事
業
に
つ
い
て
の

考
え
を
伺
う
。
⑵
英
語
圏

と
の
交
流
も
今
後
の
選
択

肢
と
し
て
必
要
で
は
。

②
加
茂
市
の
ト
ッ
プ
セ
ー

ル
ス
の
役
割
、
美
人
の
湯
、

文
化
会
館
の
方
向
性
に
つ

い
て
⑴
七
谷
地
区
の
皆
様

の
美
人
の
湯
存
続
の
陳
情

で
、
地
元
の
協
力
条
件
は

あ
っ
た
の
か
。
⑵
美
人
の

湯
の
指
定
管
理
料
五
千
万

円
の
根
拠
と
経
緯
を
伺
う
。
八
千
万
円

で
応
じ
る
会
社
へ
の
対
応
は
。
公
募
条

件
は
交
渉
の
余
地
が
あ
る
か
。
⑶
公
募

に
対
し
ど
の
よ
う
な
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起

こ
さ
れ
た
の
か
。
⑷
文
化
会
館
を
市
単

独
施
設
か
ら
県
央
全
域
の
共
有
施
設
、

県
央
文
化
会
館
と
し
て
運
営
す
る
考
え

は
。
実
現
に
ど
う
活
動
さ
れ
る
の
か
。

　
　
①
⑴
経
済
交
流
は
、
市
内
事
業
者

　
　
と
コ
ム
ソ
モ
リ
ス
ク
市
側
の
意
向

を
伺
い
、
必
要
性
や
効
果
を
検
討
し
た

い
。
⑵
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
新
潟
県
人
会
と

オ
ン
ラ
イ
ン
で
交
流
す
る
な
ど
、
で
き

る
と
こ
ろ
か
ら
行
い
た
い
。

②
⑴
入
館
料
を
上
げ
ず
現
在
の
運
営
形

態
を
続
け
て
ほ
し
い
と
の
要
望
や
料
理

の
改
善
、
区
長
会
議
等
の
美
人
の
湯
で

の
開
催
提
案
や
協
力
に
つ
い
て
話
が
あ

っ
た
。
⑵
市
直
営
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る

人
が
い
な
い
こ
と
か
ら
、
民
間
事
業
者

の
管
理
運
営
に
よ
り
市
の
財
政
負
担
が

半
分
以
下
に
な
り
、
美
人
の
湯
が
残
れ

ば
多
く
が
納
得
す
る
の
で
は
な
い
か
。

近
隣
の
日
帰
り
温
泉
施
設
の
指
定
管
理

料
が
多
く
て
三
千
万
円
。
民
間
の
経
営

ノ
ウ
ハ
ウ
に
よ
り
入
館
者
が
増
え
自
主

事
業
収
入
が
増
加
す
る
な
ど
で
五
千
万

円
で
も
運
営
可
能
、
と
の
考
え
で
指
定

管
理
料
は
増
額
せ
ず
、
管
理
運
営
を
引

き
受
け
て
く
れ
る
事
業
者
を
精
い
っ
ぱ

い
探
し
た
い
。
⑶
複
数
の
事
業
所
に
話

し
か
け
て
お
り
、
直
接
お
会
い
し
話
も

し
て
い
る
。
⑷
複
数
自
治
体
で
の
大
規

模
施
設
共
有
は
よ
い
考
え
だ
と
思
う
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
の
税
金

を
使
う
の
で
、
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ

る
。
ま
ず
は
機
会
を
捉
え
て
意
向
を
伺

う
必
要
が
あ
る
。
加
茂
市
の
ト
ッ
プ
セ

ー
ル
ス
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を

自
覚
し
、
職
務
を
遂
行
す
る
。

答

　
　
一
人
一

　
　
人
の
生

活
を
ど
こ
ま

で
思
い
や
る

の
か
。
政
府
、
自
治
体
連
携
の
再
分
配

機
能
は
ど
こ
ま
で
細
や
か
な
体
制
が
組

め
る
の
か
。
市
内
で
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
の
説
明
会
が
行
わ
れ
、
期
待

と
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
⑴
自
立
支

援
協
議
会
、
こ
れ
に
代
わ
る
会
議
体
の

設
置
に
つ
い
て
お
聞
き
す
る
。
⑵
市
内

の
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業
所
は
二
つ

に
な
る
。
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

の
安
定
的
運
営
、
企
業
・
団
体
へ
の
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
啓
蒙
、
企
業
・
団

体
の
事
業
所
へ
の
業
務
依
頼
の
ハ
ー
ド

ル
を
下
げ
る
こ
と
を
意
図
し
質
問
す
る
。

㋐
就
労
継
続
支
援
事
業
の
利
用
者
に
対

す
る
賃
金
に
つ
い
て
、
業
務
の
発
注
元

企
業
に
対
し
一
部
補
助
は
ど
う
か
。
㋑

市
の
業
務
を
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事

業
所
へ
委
託
、
発
注
し
て
は
い
か
が
か
。

　
　
⑴
加
茂
市
の
障
害
者
施
策
の
課
題

　
　
を
挙
げ
、
設
置
に
向
け
た
取
組
を

行
っ
て
き
た
。
県
央
圏
域
障
害
者
地
域

生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
と
管
内
の
相
談
支

援
事
業
所
相
談
支
援
員
と
話
合
い
や
勉

強
会
を
行
い
、
自
立
支
援
協
議
会
へ
参

画
い
た
だ
き
た
い
事
業
者
等
を
対
象
に

勉
強
会
を
行
う
予
定
。
今
年
度
中
の
自

立
支
援
協
議
会
の
設
置
を
目
指
す
。
⑵

㋐
発
注
を
行
う
企
業
等
に
対
し
て
補
助

金
を
支
払
う
制
度
は
、
国
や
県
の
制
度

が
な
く
、
市
の
単
独
事
業
と
し
て
行
う

こ
と
と
な
り
、
助
成
費
用
は
全
額
市
が

支
出
す
る
こ
と
と
な
る
。
補
助
と
は
別

に
、
市
と
し
て
は
、
今
後
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
等
支
援
、
通
所
す
る
方

々
の
賃
金
向
上
の
た
め
に
、
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
受
注
支
援
と
し

て
、
事
業
所
の
受
注
希
望
情
報
の
提
供

な
ど
の
マ
ッ
チ
ン
グ
の
強
化
の
仕
組
み

を
考
え
て
い
る
。
継
続
的
な
支
援
が
行

え
る
仕
組
み
を
整
え
た
い
。
㋑
就
労
継

続
支
援
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
所
の
受
注

支
援
の
仕
組
み
と
し
て
、
市
の
業
務
や

市
の
委
託
業
務
を
雪
椿
の
舎
や
や
ま
び

こ
作
業
所
、
今
後
開
設
す
る
事
業
所
へ

委
託
す
る
た
め
に
は
加
茂
市
と
し
て
の

方
針
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
発
注

可
能
な
業
務
等
の
整
理
な
ど
も
必
要
。

今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
、
加
茂
市
や

今
後
設
置
さ
れ
る
自
立
支
援
協
議
会
に

お
い
て
も
検
討
を
行
い
た
い
。

答

議員大 平 一 貴

問

問　　
①
⑴
資
源
ご
み
分
別

　
　
・
ご
み
減
量
の
方
針

に
つ
い
て
伺
う
。⑵
資
源
ご

み
を
集
団
回
収
に
し
て
い
る

た
め
、
古
紙
の
回
収
率
が
全

国
の
七
九・四
％（
二
〇
一
九
）

と
比
較
し
低
い
の
で
は
な
い

か
。
⑶
回
収
率
が
低
い
の

は
、
集
め
る
回
数
、
時
期
が

住
民
の
希
望
に
合
わ
な
い
た

め
。
市
が
集
団
回
収
を
調
整

す
る
必
要
が
あ
る
。
回
収

率
向
上
の
方
法
は
ど
う
か
。

⑷
消
防
衛
生
保
育
組
合
議

会
で
は
、
生
ご
み
の
水
分

を
切
る
こ
と
を
加
茂
市
、
田

上
町
両
住
民
に
当
局
か
ら
お
願
い
す
る
こ

と
と
、
加
茂
市
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
分
別
を

要
望
し
て
い
る
。ど
う
取
り
組
ん
だ
の
か
。

②
⑴
昨
年
の
一
般
質
問
で
、
空
き
家
は

三
十
七
行
政
区
で
三
百
四
十
五
件
と
答

弁
さ
れ
た
。
八
十
五
行
政
区
換
算
で
八

百
件
。
空
き
家
は
何
件
く
ら
い
か
。
⑵

空
き
家
バ
ン
ク
の
進
捗
は
い
か
が
か
。

　
　
①
⑴
資
源
ご
み
分
別
と
ご
み
減
量

　
　
化
を
進
め
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
。

ご
み
処
理
施
設
整
備
基
本
構
想
と
一
般

廃
棄
物
処
理
基
本
計
画
策
定
作
業
に
合

わ
せ
、
田
上
町
や
消
防
衛
生
保
育
組
合

議
会
と
議
論
を
重
ね
た
い
。
⑵
試
算
で

は
六
〇
・
八
％
。
⑶
市
は
集
団
回
収
団

体
に
補
助
金
を
交
付
し
資
源
ご
み
の
回

収
促
進
を
図
っ
て
い
る
。
御
指
摘
の
と

お
り
、
実
施
地
区
や
回
数
、
時
期
に
ば

ら
つ
き
が
あ
る
。
団
体
の
事
情
が
あ
り
、

市
が
調
整
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
団
体

の
実
施
日
を
市
で
把
握
し
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
情
報
提
供
を
行
う
方
法
も
あ

る
。
市
が
収
集
す
る
場
合
の
経
費
は
年

間
一
千
八
十
万
円
。
団
体
の
回
収
量
が

減
少
し
、
受
け
取
る
古
紙
売
却
金
や
補

助
金
が
減
る
な
ど
の
影
響
が
生
じ
る
。

⑷
ご
み
分
別
や
減
量
化
方
法
も
策
定
作

業
の
進
捗
状
況
に
合
わ
せ
て
議
論
を
進

め
た
い
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
田
上
町
と

同
様
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
回
収
の
場
合
、

年
間
九
百
五
十
万
円
の
経
費
。
実
施
可

能
か
ど
う
か
収
集
業
者
と
検
討
し
た
い
。

②
⑴
議
員
算
出
の
八
百
戸
か
ら
一
千
戸

程
度
と
考
え
て
い
る
。
区
長
に
協
力
い

た
だ
き
、
市
内
全
域
の
悉
皆
調
査
を
実

施
し
た
い
。
⑵
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
空
き
家
・

空
き
地
対
策
協
議
会
と
連
携
し
進
め
て

き
た
。
ラ
イ
フ
ル
ホ
ー
ム
ズ
の
全
国
版

空
き
家
バ
ン
ク
に
十
月
一
日
か
ら
情
報

を
掲
載
し
て
い
る
。

答

　
　
①
学
区

　
　
外
就
学

生
徒
の
ス
ク

ー
ル
バ
ス
利

用
は
運
行
方
法
に
支
障
の
な
い
範
囲
で

は
な
く
、
柔
軟
な
運
行
を
お
願
い
す
る
。

②
⑴
中
学
校
の
ス
マ
ホ
持
込
み
に
つ
い

て
市
の
対
応
を
伺
う
。
⑵
中
学
校
で
の

ス
マ
ホ
の
取
扱
い
、
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ

へ
の
認
識
、
取
組
に
つ
い
て
の
見
解
は
。

③
⑴
加
茂
福
祉
会
へ
委
託
の
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
事
業
は
六
割
の
稼
働
、
ヘ
ル
パ
ー

の
稼
働
は
四
一
％
を
ど
う
捉
え
て
い
る

か
。
⑵
市
が
行
う
メ
リ
ッ
ト
は
。
今
後

も
事
業
を
市
と
し
て
行
う
の
か
。

④
⑴
メ
リ
ア
三
階
の
運
営
費
を
伺
う
。

駐
車
場
が
な
く
、
ど
の
よ
う
な
場
と
す

る
の
か
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
へ
無
償
で
活

用
い
た
だ
い
て
は
。
⑵
旧
生
田
屋
の
市

民
公
開
時
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
趣
旨
と
扱

い
は
。
旧
生
田
屋
を
活
用
す
る
の
か
。

　
　
①
登
下
校
が
困
難
な
場
合
、
学
校

　
　
や
教
育
委
員
会
が
保
護
者
と
相
談

し
、
現
在
の
運
行
方
法
に
支
障
が
な
い

範
囲
で
対
応
す
る
。
六
百
五
十
人
の
登

下
校
を
二
十
六
台
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
で

運
行
。
学
区
外
就
学
生
徒
等
は
百
十
二

人
も
い
る
状
況
で
あ
る
。

②
⑴
九
月
の
校
長
会
で
文
科
省
通
知
に

従
い
原
則
禁
止
と
し
、
個
別
の
状
況
に

応
じ
認
め
る
。
⑵
教
育
課
程
に
情
報
モ

ラ
ル
教
育
を
位
置
づ
け
、
児
童
生
徒
が

メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
を
学
び
、
家
庭

へ
の
啓
発
と
周
知
も
図
っ
て
い
る
。

③
⑴
定
員
は
施
設
面
積
か
ら
算
出
。
実

際
の
利
用
可
能
数
は
定
員
よ
り
少
な
い
。

近
年
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
減
り
シ

ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
併
用
が
増
え
た
。
ニ

ー
ズ
を
把
握
し
利
用
に
つ
な
げ
た
い
。

ヘ
ル
パ
ー
全
員
が
正
規
職
員
。
パ
ー
ト

の
い
る
事
業
所
と
比
べ
稼
働
率
は
低
く

な
る
。
⑵
介
護
報
酬
は
在
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス
事
業
特
別
会
計
へ
収
入
し
、
黒
字

分
を
一
般
会
計
へ
繰
り
出
し
て
い
る
こ

と
が
メ
リ
ッ
ト
。
市
は
保
険
者
と
し
て

の
役
割
に
徹
し
、
民
間
事
業
所
の
誘
致

を
図
り
な
が
ら
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、

ヘ
ル
パ
ー
事
業
の
見
直
し
を
考
え
る
。

④
⑴
一
千
二
百
万
円
を
見
込
む
。
駐
車

場
は
専
用
に
十
台
分
確
保
。
子
育
て
支

援
や
地
域
交
流
施
設
と
し
て
整
備
し
た

い
。
⑵
活
用
法
を
聞
く
た
め
。
意
見
を

ベ
ー
ス
に
今
後
も
意
見
等
を
い
た
だ
き
、

財
政
を
踏
ま
え
活
用
方
法
を
探
り
た
い
。

答

加茂市の国際交流について資源ごみの回収率向上について
議員大志の会 森 山 一 理ＹＯ２７８１

議
員

れ
い
わ
の
風

学
区
外
就
学
生
徒
に
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
使
用
を
求
め
る

大

橋

一

久

加
茂
市
に
お
け
る
障
害
者
福
祉
に
つ
い
て

議
員

れ
い
わ
の
風

森
　
　
友
　
和



第211号 ⑹R２. 10. 31 R２. 10. 31⑸ 第211号

問

問　　
①
⑴
コ
ム
ソ
モ
リ
ス

　
　
ク
・
ナ
・
ア
ム
ー
レ

市
と
の
交
流
内
容
見
直
し

の
声
が
聞
こ
え
る
。
今
後

の
交
流
事
業
に
つ
い
て
の

考
え
を
伺
う
。
⑵
英
語
圏

と
の
交
流
も
今
後
の
選
択

肢
と
し
て
必
要
で
は
。

②
加
茂
市
の
ト
ッ
プ
セ
ー

ル
ス
の
役
割
、
美
人
の
湯
、

文
化
会
館
の
方
向
性
に
つ

い
て
⑴
七
谷
地
区
の
皆
様

の
美
人
の
湯
存
続
の
陳
情

で
、
地
元
の
協
力
条
件
は

あ
っ
た
の
か
。
⑵
美
人
の

湯
の
指
定
管
理
料
五
千
万

円
の
根
拠
と
経
緯
を
伺
う
。
八
千
万
円

で
応
じ
る
会
社
へ
の
対
応
は
。
公
募
条

件
は
交
渉
の
余
地
が
あ
る
か
。
⑶
公
募

に
対
し
ど
の
よ
う
な
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起

こ
さ
れ
た
の
か
。
⑷
文
化
会
館
を
市
単

独
施
設
か
ら
県
央
全
域
の
共
有
施
設
、

県
央
文
化
会
館
と
し
て
運
営
す
る
考
え

は
。
実
現
に
ど
う
活
動
さ
れ
る
の
か
。

　
　
①
⑴
経
済
交
流
は
、
市
内
事
業
者

　
　
と
コ
ム
ソ
モ
リ
ス
ク
市
側
の
意
向

を
伺
い
、
必
要
性
や
効
果
を
検
討
し
た

い
。
⑵
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
新
潟
県
人
会
と

オ
ン
ラ
イ
ン
で
交
流
す
る
な
ど
、
で
き

る
と
こ
ろ
か
ら
行
い
た
い
。

②
⑴
入
館
料
を
上
げ
ず
現
在
の
運
営
形

態
を
続
け
て
ほ
し
い
と
の
要
望
や
料
理

の
改
善
、
区
長
会
議
等
の
美
人
の
湯
で

の
開
催
提
案
や
協
力
に
つ
い
て
話
が
あ

っ
た
。
⑵
市
直
営
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る

人
が
い
な
い
こ
と
か
ら
、
民
間
事
業
者

の
管
理
運
営
に
よ
り
市
の
財
政
負
担
が

半
分
以
下
に
な
り
、
美
人
の
湯
が
残
れ

ば
多
く
が
納
得
す
る
の
で
は
な
い
か
。

近
隣
の
日
帰
り
温
泉
施
設
の
指
定
管
理

料
が
多
く
て
三
千
万
円
。
民
間
の
経
営

ノ
ウ
ハ
ウ
に
よ
り
入
館
者
が
増
え
自
主

事
業
収
入
が
増
加
す
る
な
ど
で
五
千
万

円
で
も
運
営
可
能
、
と
の
考
え
で
指
定

管
理
料
は
増
額
せ
ず
、
管
理
運
営
を
引

き
受
け
て
く
れ
る
事
業
者
を
精
い
っ
ぱ

い
探
し
た
い
。
⑶
複
数
の
事
業
所
に
話

し
か
け
て
お
り
、
直
接
お
会
い
し
話
も

し
て
い
る
。
⑷
複
数
自
治
体
で
の
大
規

模
施
設
共
有
は
よ
い
考
え
だ
と
思
う
。

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
の
税
金

を
使
う
の
で
、
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ

る
。
ま
ず
は
機
会
を
捉
え
て
意
向
を
伺

う
必
要
が
あ
る
。
加
茂
市
の
ト
ッ
プ
セ

ー
ル
ス
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を

自
覚
し
、
職
務
を
遂
行
す
る
。

答

　
　
一
人
一

　
　
人
の
生

活
を
ど
こ
ま

で
思
い
や
る

の
か
。
政
府
、
自
治
体
連
携
の
再
分
配

機
能
は
ど
こ
ま
で
細
や
か
な
体
制
が
組

め
る
の
か
。
市
内
で
障
害
福
祉
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
の
説
明
会
が
行
わ
れ
、
期
待

と
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
⑴
自
立
支

援
協
議
会
、
こ
れ
に
代
わ
る
会
議
体
の

設
置
に
つ
い
て
お
聞
き
す
る
。
⑵
市
内

の
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業
所
は
二
つ

に
な
る
。
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

の
安
定
的
運
営
、
企
業
・
団
体
へ
の
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
啓
蒙
、
企
業
・
団

体
の
事
業
所
へ
の
業
務
依
頼
の
ハ
ー
ド

ル
を
下
げ
る
こ
と
を
意
図
し
質
問
す
る
。

㋐
就
労
継
続
支
援
事
業
の
利
用
者
に
対

す
る
賃
金
に
つ
い
て
、
業
務
の
発
注
元

企
業
に
対
し
一
部
補
助
は
ど
う
か
。
㋑

市
の
業
務
を
就
労
継
続
支
援
を
行
う
事

業
所
へ
委
託
、
発
注
し
て
は
い
か
が
か
。

　
　
⑴
加
茂
市
の
障
害
者
施
策
の
課
題

　
　
を
挙
げ
、
設
置
に
向
け
た
取
組
を

行
っ
て
き
た
。
県
央
圏
域
障
害
者
地
域

生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
と
管
内
の
相
談
支

援
事
業
所
相
談
支
援
員
と
話
合
い
や
勉

強
会
を
行
い
、
自
立
支
援
協
議
会
へ
参

画
い
た
だ
き
た
い
事
業
者
等
を
対
象
に

勉
強
会
を
行
う
予
定
。
今
年
度
中
の
自

立
支
援
協
議
会
の
設
置
を
目
指
す
。
⑵

㋐
発
注
を
行
う
企
業
等
に
対
し
て
補
助

金
を
支
払
う
制
度
は
、
国
や
県
の
制
度

が
な
く
、
市
の
単
独
事
業
と
し
て
行
う

こ
と
と
な
り
、
助
成
費
用
は
全
額
市
が

支
出
す
る
こ
と
と
な
る
。
補
助
と
は
別

に
、
市
と
し
て
は
、
今
後
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
等
支
援
、
通
所
す
る
方

々
の
賃
金
向
上
の
た
め
に
、
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
受
注
支
援
と
し

て
、
事
業
所
の
受
注
希
望
情
報
の
提
供

な
ど
の
マ
ッ
チ
ン
グ
の
強
化
の
仕
組
み

を
考
え
て
い
る
。
継
続
的
な
支
援
が
行

え
る
仕
組
み
を
整
え
た
い
。
㋑
就
労
継

続
支
援
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
所
の
受
注

支
援
の
仕
組
み
と
し
て
、
市
の
業
務
や

市
の
委
託
業
務
を
雪
椿
の
舎
や
や
ま
び

こ
作
業
所
、
今
後
開
設
す
る
事
業
所
へ

委
託
す
る
た
め
に
は
加
茂
市
と
し
て
の

方
針
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
発
注

可
能
な
業
務
等
の
整
理
な
ど
も
必
要
。

今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
、
加
茂
市
や

今
後
設
置
さ
れ
る
自
立
支
援
協
議
会
に

お
い
て
も
検
討
を
行
い
た
い
。

答

議員大 平 一 貴

問

問　　
①
⑴
資
源
ご
み
分
別

　
　
・
ご
み
減
量
の
方
針

に
つ
い
て
伺
う
。⑵
資
源
ご

み
を
集
団
回
収
に
し
て
い
る

た
め
、
古
紙
の
回
収
率
が
全

国
の
七
九・四
％（
二
〇
一
九
）

と
比
較
し
低
い
の
で
は
な
い

か
。
⑶
回
収
率
が
低
い
の

は
、
集
め
る
回
数
、
時
期
が

住
民
の
希
望
に
合
わ
な
い
た

め
。
市
が
集
団
回
収
を
調
整

す
る
必
要
が
あ
る
。
回
収

率
向
上
の
方
法
は
ど
う
か
。

⑷
消
防
衛
生
保
育
組
合
議

会
で
は
、
生
ご
み
の
水
分

を
切
る
こ
と
を
加
茂
市
、
田

上
町
両
住
民
に
当
局
か
ら
お
願
い
す
る
こ

と
と
、
加
茂
市
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
分
別
を

要
望
し
て
い
る
。ど
う
取
り
組
ん
だ
の
か
。

②
⑴
昨
年
の
一
般
質
問
で
、
空
き
家
は

三
十
七
行
政
区
で
三
百
四
十
五
件
と
答

弁
さ
れ
た
。
八
十
五
行
政
区
換
算
で
八

百
件
。
空
き
家
は
何
件
く
ら
い
か
。
⑵

空
き
家
バ
ン
ク
の
進
捗
は
い
か
が
か
。

　
　
①
⑴
資
源
ご
み
分
別
と
ご
み
減
量

　
　
化
を
進
め
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
。

ご
み
処
理
施
設
整
備
基
本
構
想
と
一
般

廃
棄
物
処
理
基
本
計
画
策
定
作
業
に
合

わ
せ
、
田
上
町
や
消
防
衛
生
保
育
組
合

議
会
と
議
論
を
重
ね
た
い
。
⑵
試
算
で

は
六
〇
・
八
％
。
⑶
市
は
集
団
回
収
団

体
に
補
助
金
を
交
付
し
資
源
ご
み
の
回

収
促
進
を
図
っ
て
い
る
。
御
指
摘
の
と

お
り
、
実
施
地
区
や
回
数
、
時
期
に
ば

ら
つ
き
が
あ
る
。
団
体
の
事
情
が
あ
り
、

市
が
調
整
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
団
体

の
実
施
日
を
市
で
把
握
し
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
情
報
提
供
を
行
う
方
法
も
あ

る
。
市
が
収
集
す
る
場
合
の
経
費
は
年

間
一
千
八
十
万
円
。
団
体
の
回
収
量
が

減
少
し
、
受
け
取
る
古
紙
売
却
金
や
補

助
金
が
減
る
な
ど
の
影
響
が
生
じ
る
。

⑷
ご
み
分
別
や
減
量
化
方
法
も
策
定
作

業
の
進
捗
状
況
に
合
わ
せ
て
議
論
を
進

め
た
い
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
田
上
町
と

同
様
の
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
回
収
の
場
合
、

年
間
九
百
五
十
万
円
の
経
費
。
実
施
可

能
か
ど
う
か
収
集
業
者
と
検
討
し
た
い
。

②
⑴
議
員
算
出
の
八
百
戸
か
ら
一
千
戸

程
度
と
考
え
て
い
る
。
区
長
に
協
力
い

た
だ
き
、
市
内
全
域
の
悉
皆
調
査
を
実

施
し
た
い
。
⑵
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
空
き
家
・

空
き
地
対
策
協
議
会
と
連
携
し
進
め
て

き
た
。
ラ
イ
フ
ル
ホ
ー
ム
ズ
の
全
国
版

空
き
家
バ
ン
ク
に
十
月
一
日
か
ら
情
報

を
掲
載
し
て
い
る
。

答

　
　
①
学
区

　
　
外
就
学

生
徒
の
ス
ク

ー
ル
バ
ス
利

用
は
運
行
方
法
に
支
障
の
な
い
範
囲
で

は
な
く
、
柔
軟
な
運
行
を
お
願
い
す
る
。

②
⑴
中
学
校
の
ス
マ
ホ
持
込
み
に
つ
い

て
市
の
対
応
を
伺
う
。
⑵
中
学
校
で
の

ス
マ
ホ
の
取
扱
い
、
ネ
ッ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ

へ
の
認
識
、
取
組
に
つ
い
て
の
見
解
は
。

③
⑴
加
茂
福
祉
会
へ
委
託
の
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
事
業
は
六
割
の
稼
働
、
ヘ
ル
パ
ー

の
稼
働
は
四
一
％
を
ど
う
捉
え
て
い
る

か
。
⑵
市
が
行
う
メ
リ
ッ
ト
は
。
今
後

も
事
業
を
市
と
し
て
行
う
の
か
。

④
⑴
メ
リ
ア
三
階
の
運
営
費
を
伺
う
。

駐
車
場
が
な
く
、
ど
の
よ
う
な
場
と
す

る
の
か
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
へ
無
償
で
活

用
い
た
だ
い
て
は
。
⑵
旧
生
田
屋
の
市

民
公
開
時
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
趣
旨
と
扱

い
は
。
旧
生
田
屋
を
活
用
す
る
の
か
。

　
　
①
登
下
校
が
困
難
な
場
合
、
学
校

　
　
や
教
育
委
員
会
が
保
護
者
と
相
談

し
、
現
在
の
運
行
方
法
に
支
障
が
な
い

範
囲
で
対
応
す
る
。
六
百
五
十
人
の
登

下
校
を
二
十
六
台
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
で

運
行
。
学
区
外
就
学
生
徒
等
は
百
十
二

人
も
い
る
状
況
で
あ
る
。

②
⑴
九
月
の
校
長
会
で
文
科
省
通
知
に

従
い
原
則
禁
止
と
し
、
個
別
の
状
況
に

応
じ
認
め
る
。
⑵
教
育
課
程
に
情
報
モ

ラ
ル
教
育
を
位
置
づ
け
、
児
童
生
徒
が

メ
デ
ィ
ア
リ
テ
ラ
シ
ー
を
学
び
、
家
庭

へ
の
啓
発
と
周
知
も
図
っ
て
い
る
。

③
⑴
定
員
は
施
設
面
積
か
ら
算
出
。
実

際
の
利
用
可
能
数
は
定
員
よ
り
少
な
い
。

近
年
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
減
り
シ

ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
併
用
が
増
え
た
。
ニ

ー
ズ
を
把
握
し
利
用
に
つ
な
げ
た
い
。

ヘ
ル
パ
ー
全
員
が
正
規
職
員
。
パ
ー
ト

の
い
る
事
業
所
と
比
べ
稼
働
率
は
低
く

な
る
。
⑵
介
護
報
酬
は
在
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス
事
業
特
別
会
計
へ
収
入
し
、
黒
字

分
を
一
般
会
計
へ
繰
り
出
し
て
い
る
こ

と
が
メ
リ
ッ
ト
。
市
は
保
険
者
と
し
て

の
役
割
に
徹
し
、
民
間
事
業
所
の
誘
致

を
図
り
な
が
ら
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、

ヘ
ル
パ
ー
事
業
の
見
直
し
を
考
え
る
。

④
⑴
一
千
二
百
万
円
を
見
込
む
。
駐
車

場
は
専
用
に
十
台
分
確
保
。
子
育
て
支

援
や
地
域
交
流
施
設
と
し
て
整
備
し
た

い
。
⑵
活
用
法
を
聞
く
た
め
。
意
見
を

ベ
ー
ス
に
今
後
も
意
見
等
を
い
た
だ
き
、

財
政
を
踏
ま
え
活
用
方
法
を
探
り
た
い
。

答

加茂市の国際交流について資源ごみの回収率向上について
議員大志の会 森 山 一 理ＹＯ２７８１

議
員

れ
い
わ
の
風

学
区
外
就
学
生
徒
に
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
使
用
を
求
め
る

大

橋

一

久

加
茂
市
に
お
け
る
障
害
者
福
祉
に
つ
い
て

議
員

れ
い
わ
の
風

森
　
　
友
　
和
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問

問　　
市
の
収
入
を
増
や
す

　
　
手
段
と
し
て
ふ
る
さ

と
納
税
に
力
を
入
れ
、
返

礼
品
の
充
実
を
図
っ
て
い

る
が
、
自
治
体
間
で
寄
附

者
を
集
め
続
け
る
た
め
の

返
礼
品
合
戦
と
な
ら
な
い

よ
う
工
夫
が
必
要
。
総
務

省
の
ふ
る
さ
と
起
業
家
支

援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
ふ
る

さ
と
移
住
交
流
促
進
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
と
い
う
支
援
策

や
、
移
住
、
定
住
へ
の
前

段
階
と
な
る
関
係
人
口
創

出
・
拡
大
事
業
と
い
う
取

組
も
目
指
し
て
い
く
べ
き
。

で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
て
み
て
は
い
か

が
か
。
⑴
ふ
る
さ
と
納
税
の
寄
附
金
額

の
実
績
と
返
礼
品
の
傾
向
を
伺
う
。
返

礼
品
の
変
更
に
つ
い
て
も
伺
う
。
⑵
ガ

バ
メ
ン
ト
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ

の
進
捗
状
況
を
伺
う
。
⑶
ふ
る
さ
と
納

税
の
寄
附
額
の
拡
大
方
法
や
寄
附
金
の

活
用
方
法
、
今
後
の
運
営
方
針
を
伺
う
。

　
　
⑴
三
十
年
度
は
八
百
三
十
三
件
、

　
　
一
千
四
百
九
十
八
万
円
。
昨
年
度

は
一
千
四
百
三
十
三
件
、
五
千
五
百
七

十
三
万
円
。
今
年
度
は
八
月
末
で
八
百

十
件
、
二
千
七
百
七
十
二
万
円
。
前
年

同
期
は
百
三
十
八
件
、
二
百
四
十
四
万

円
。
取
扱
い
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
や
返
礼

品
数
、
種
類
を
増
や
し
た
。
コ
シ
ヒ
カ

リ
や
ル
レ
ク
チ
エ
な
ど
新
潟
な
ら
で
は

の
も
の
や
加
茂
市
な
ら
で
は
の
桐
製
品

が
人
気
。
返
礼
品
は
常
時
募
集
し
、
ボ

ー
ダ
ー
シ
ャ
ツ
や
ビ
ジ
ネ
ス
シ
ュ
ー
ズ

等
を
追
加
。
現
在
の
返
礼
品
は
三
十
七

社
、
三
百
五
十
七
品
目
。
⑵
同
様
の
取

組
で
商
工
会
議
所
青
年
部
と
連
携
し
実

施
の
か
も
メ
シ
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は

多
く
の
御
支
援
を
い
た
だ
い
た
。
明
確

な
目
的
が
あ
り
応
援
し
た
く
な
る
、
必

要
性
が
高
く
共
感
し
て
も
ら
え
る
事
業

を
考
え
た
い
。
加
茂
市
へ
愛
着
を
感
じ

て
い
た
だ
け
る
事
業
を
検
討
し
、
三
年

度
実
施
を
考
え
て
い
る
。
⑶
引
き
続
き

返
礼
品
の
拡
充
を
行
う
。
返
礼
品
の
見

せ
方
を
工
夫
す
る
写
真
撮
影
講
習
会
を

行
っ
た
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ふ
る
さ

と
納
税
特
設
サ
イ
ト
や
イ
ン
ス
タ
グ
ラ

ム
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
魅
力
発
信
を
行
っ

て
い
る
。
今
後
は
議
員
御
提
案
の
取
組

等
を
検
討
す
る
。
寄
附
金
は
寄
附
者
が

加
茂
市
を
応
援
し
た
く
な
る
事
業
に
活

用
し
、
結
果
等
の
情
報
発
信
を
行
い
、

ふ
る
さ
と
納
税
の
拡
大
に
努
め
た
い
。

答

　
　
①
コ
ロ

　
　
ナ
禍
に

よ
る
国
民
健

康
保
険
税
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
及
び
介
護
保

険
料
の
減
免
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
⑴

各
保
険
の
対
象
者
数
、
減
免
申
請
者
数

を
伺
う
。
⑵
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

申
請
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

も
同
時
に
受
け
付
け
て
も
ら
え
る
か
。

⑶
減
免
制
度
を
知
ら
な
い
方
、
手
続
の

煩
雑
さ
か
ら
申
請
を
断
念
す
る
方
も
い

る
。
は
が
き
に
よ
る
広
報
等
、
申
請
を

勧
め
る
必
要
が
あ
る
。

②
全
市
民
対
象
に
今
冬
の
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
予
防
接
種
の
無
料
化
を
緊
急
経
済

対
策
と
し
て
実
施
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
と
の
同
時
流
行
に
備
え
る
べ
き
。

⑴
三
十
年
度
、
元
年
度
の
受
診
対
象
者

数
、
受
診
率
。
⑵
予
防
接
種
の
無
料
化

の
考
え
。
⑶
助
成
経
費
に
つ
い
て
伺
う
。

　
　
①
⑴
納
付
義
務
者
数
は
国
民
健
康

　
　
保
険
税
三
千
六
百
八
十
七
人
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
五
千
百
十
二
人
、

介
護
保
険
料
九
千
七
百
二
十
五
人
。
減

免
申
請
者
数
は
国
民
健
康
保
険
税
三
十

二
人
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
十
一

人
、
介
護
保
険
料
四
十
人
。
⑵
税
務
課

窓
口
で
受
付
し
、
賦
課
状
況
、
世
帯
状

況
を
確
認
。
同
時
に
世
帯
内
の
減
免
申

請
を
し
て
い
た
だ
く
。
⑶
全
世
帯
配
布

の
支
援
一
覧
表
等
で
広
報
し
、
減
免
申

請
関
係
書
類
を
納
付
通
知
書
に
同
封
し

送
付
し
た
。
窓
口
に
お
越
し
い
た
だ
き

聞
き
取
り
し
世
帯
員
全
て
の
保
険
料
の

減
免
書
類
を
作
成
す
る
。
印
鑑
と
収
入

の
分
か
る
資
料
を
お
持
ち
い
た
だ
き
手

続
可
能
。
減
免
制
度
の
申
請
期
限
は
来

年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
で
、
継
続
的

な
周
知
が
必
要
と
思
い
、
案
内
チ
ラ
シ

を
市
内
全
世
帯
に
複
数
回
配
布
す
る
。

②
⑴
高
齢
者
の
接
種
率
は
、
三
十
年
度

五
六
・
八
一
％
、元
年
度
五
四
・
八
四
％
。

十
三
歳
未
満
は
三
十
年
度
七
四
・
五
四

％
、
元
年
度
は
試
算
で
六
八
％
。
⑵
無

料
化
に
よ
り
需
要
が
急
増
し
、
優
先
接

種
す
る
べ
き
方
の
接
種
に
支
障
が
出
る

こ
と
を
懸
念
。
国
、
県
の
情
報
を
注
視

し
情
報
収
集
に
努
め
た
い
。
⑶
二
年
度

予
算
は
、
六
十
五
歳
以
上
が
二
千
四
百

二
十
万
円
、
十
三
歳
未
満
約
四
百
七
十

万
円
計
上
。
全
市
民
接
種
の
場
合
、
総

額
一
億
二
千
五
百
八
十
万
円
と
試
算
。

あ
と
九
千
六
百
九
十
万
円
必
要
。

答 コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
保
険
税（
料
）の
減
免
に
つ
い
て

議
員

佐

藤

俊

夫

大
志
の
会

ふるさと納税を活用した加茂市の魅力の向上
について 議員大志の会 浅  野  一  明
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問　　
　
定
年
延
長
と
は
六
十

　
　
　
歳
定
年
か
ら
最
長
三

年
、
給
料
は
定
年
時
の
ま
ま

減
額
さ
れ
ず
、
支
給
さ
れ
る

と
い
う
も
の
。
定
年
時
期
が

分
か
っ
て
い
る
の
に
後
任
の

育
成
や
人
員
の
補
充
を
し
て

い
た
の
か
。
こ
の
制
度
は
あ

く
ま
で
特
例
で
あ
り
常
態
化

し
た
職
場
に
適
用
す
る
も
の

で
は
な
く
、
人
事
院
の
立
場

と
相
違
す
る
。
そ
も
そ
も
替

え
の
利
か
な
い
公
務
員
は
本

来
い
な
い
。
市
長
は
市
民
サ

ー
ビ
ス
の
料
金
値
上
げ
に
つ

い
て
他
市
等
と
同
じ
レ
ベ
ル

で
お
願
い
し
た
い
、
と
説
明
し
て
い
た
。

元
を
正
せ
ば
市
の
財
政
難
を
職
員
の
削

減
で
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
前
市
長
を
踏

襲
し
定
年
延
長
の
職
員
に
は
高
い
ま
ま

の
給
料
を
支
払
っ
て
い
た
。
市
民
に
対

す
る
説
明
と
相
違
す
る
。
三
条
市
は
定

年
延
長
は
一
人
も
い
な
い
。
⑴
藤
田
市

長
の
市
議
会
議
員
在
任
中
の
定
年
延
長

に
つ
い
て
の
考
え
を
伺
う
。
⑵
定
年
延

長
に
つ
い
て
市
長
は
、
副
市
長
以
下
担

当
部
署
等
と
ど
の
よ
う
に
相
談
し
対
処

し
た
の
か
。
⑶
定
年
延
長
の
現
状
を
ど

う
思
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
。
⑷
定
年
延

長
の
今
後
の
方
針
を
教
え
て
ほ
し
い
。

　
　
⑴
在
任
中
も
考
え
は
あ
り
、
現
在

　
　
は
実
態
把
握
し
考
え
は
強
く
な
っ

た
。
延
長
の
場
合
は
議
会
や
市
民
へ
説

明
で
き
る
十
分
な
理
由
が
必
要
。
財
政

状
況
か
ら
定
年
延
長
は
で
き
な
い
。
再

任
用
制
度
を
活
用
す
る
。
年
度
途
中
の

市
長
就
任
で
運
用
変
更
の
周
知
期
間
を

確
保
で
き
な
か
っ
た
。
⑵
昨
年
の
行
財

政
健
全
化
推
進
計
画
作
成
過
程
で
、
延

長
職
員
の
人
件
費
や
退
職
金
、
職
員
退

職
時
の
市
民
サ
ー
ビ
ス
維
持
、
募
集
職

種
を
話
し
合
っ
た
。
二
年
度
か
ら
運
用

変
更
の
意
見
と
職
員
の
生
活
設
計
へ
の

配
慮
が
必
要
と
の
意
見
が
あ
り
、
周
知

期
間
が
十
分
で
な
く
二
年
度
は
継
続
し

た
。
⑶
定
年
延
長
の
運
用
を
変
更
す
る

か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
件
費
カ

ッ
ト
は
実
施
せ
ざ
る
を
得
な
い
財
政
状

況
。
人
件
費
カ
ッ
ト
は
最
終
手
段
と
今

で
も
思
う
。
⑷
来
年
度
以
降
、
職
員
の

希
望
の
み
で
の
定
年
延
長
の
運
用
は
取

り
や
め
る
と
昨
年
度
末
に
決
め
、
運
用

変
更
を
対
象
職
員
や
職
員
組
合
へ
知
ら

せ
た
。
本
年
九
月
四
日
に
職
員
全
員
に

周
知
し
た
。
職
員
補
充
や
人
材
育
成
等
、

働
く
環
境
の
改
善
に
取
り
組
む
。

答

　
　
⑴
女
性

　
　
管
理
職

は
何
人
か
。

⑵
審
議
会
の

女
性
比
率
は
ど
う
か
。
⑶
男
女
共
同
参

画
社
会
基
本
法
に
基
づ
く
条
例
制
定
、

基
本
計
画
作
成
は
ど
う
か
。
⑷
女
性
活

躍
推
進
計
画
策
定
及
び
協
議
会
設
置
を

伺
う
。
⑸
女
性
活
躍
推
進
の
庁
内
連
絡

会
議
、
諮
問
機
関
に
つ
い
て
伺
う
。
⑹

女
性
消
防
士
が
い
な
い
。
見
解
を
伺
う
。

⑺
意
欲
あ
る
女
性
の
研
修
受
講
、
議
会

行
政
視
察
参
加
は
い
か
が
か
。
⑻
男
女

共
同
参
画
の
講
演
会
は
ど
う
か
。
⑼
総

合
計
画
に
男
女
共
同
参
画
の
位
置
づ
け

は
あ
る
か
。
策
定
委
員
及
び
主
任
の
女

性
比
率
は
ど
う
か
。
審
議
会
の
長
は
ど

な
た
で
、
女
性
の
比
率
は
ど
う
か
。
⑽

女
性
専
門
課
の
設
置
や
女
性
関
連
施
設

設
置
の
見
解
を
伺
う
。
⑾
男
女
共
同
参

画
の
学
校
教
育
活
動
は
い
か
が
か
。

　
　
⑴
課
長
職
十
七
人
中
女
性
一
人
。

　
　
市
政
上
初
の
女
性
課
長
。
課
長
補

佐
職
は
三
十
年
度
女
性
ゼロ
。
今
年
度
三

十
七
人
中
女
性
八
人
。
⑵
審
議
会
等
二

十
二
の
う
ち
女
性
登
用
は
十
八
、
委
員

総
数
三
百
五
十
二
人
中
女
性
七
十
八
人
。

二
二
・
二
％
。
女
性
割
合
を
増
や
す
こ

と
を
意
識
す
る
。
⑶
法
に
条
例
は
触
れ

ら
れ
ず
基
本
計
画
策
定
は
努
力
義
務
。

真
の
男
女
共
同
参
画
社
会
実
現
に
は
計

画
が
必
要
。
⑷
推
進
計
画
策
定
は
努
力

義
務
。
協
議
会
は
設
置
で
き
る
と
の
規

定
。
総
合
計
画
策
定
後
に
取
り
組
み
た

い
。
⑸
庁
内
連
絡
会
議
も
同
様
。
⑹
女

性
消
防
士
を
採
用
し
た
い
。
応
募
を
お

願
い
し
て
い
る
が
応
募
は
な
い
。
更
衣

室
等
の
改
修
を
行
い
た
い
。
⑺
自
治
大

学
校
に
女
性
職
員
が
受
講
予
定
。
視
察

随
行
に
女
性
を
推
奨
し
た
い
。
⑻
必
要

に
応
じ
開
催
し
た
い
。
⑼
総
合
計
画
に

位
置
づ
け
る
。
策
定
委
員
は
、
市
長
、

副
市
長
、
教
育
長
、
課
長
、
消
防
長
の

二
十
一
人
で
女
性
は
二
人
、
九
・
五
％
、

市
職
員
で
構
成
の
策
定
主
任
は
三
十
六

人
で
女
性
は
九
人
、
二
五
％
。
審
議
会

委
員
は
二
十
人
で
女
性
は
九
人
、
四
五

％
。
審
議
会
の
長
は
十
月
九
日
開
催
の

第
一
回
審
議
会
で
委
員
の
互
選
に
よ
り

選
任
さ
れ
る
。
⑽
今
後
の
全
体
的
な
施

策
推
進
の
中
で
判
断
す
る
。
⑾
男
女
の

性
別
に
関
係
な
く
、
一
人
の
人
間
と
し

て
個
性
が
尊
重
さ
れ
、
資
質
、
能
力
を

伸
ば
す
教
育
活
動
を
推
進
し
て
い
る
。

答

議
員

Ｙ
Ｏ
２
７
８
１

男
女
共
同
参
画
な
く
し
て

安

武

秀

敏

議員れいわの風 橋  本  昌  美

加茂市はなぜ、定年延長の職員が９名もいるのでしょうか。
年間で１千万円以上の不要な支出です。
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こ
の
結
果
、
予
算
の
総
額
は
五
億
一

千
六
十
八
万
三
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

人

事

二
号
）
は
、
収
益
的
収
支
に
つ
い
て
、

収
入
で
営
業
外
収
益
二
十
四
万
円
を

減
額
し
、
支
出
で
営
業
費
用
六
百
六

十
六
万
一
千
円
を
減
額
す
る
も
の
で

す
。

は
、
情
報
政
策
費
四
百
万
円
を
減
額

し
、
同
額
財
政
調
整
基
金
積
立
金
を

増
額
す
る
も
の
で
す
。

　
債
務
負
担
行
為
の
補
正
は
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
構
築
及
び
運
用
事
業
費
に

つ
い
て
、
そ
の
期
間
及
び
限
度
額
を

定
め
る
も
の
で
す
。

五
月
に
新
栄
町
で
発
生
し
た
交
通
事

故
で
相
手
方
へ
の
損
害
賠
償
額
が
三

百
二
十
八
万
七
千
九
百
九
十
九
円
と

な
り
、
五
十
万
円
を
超
え
る
た
め
、

損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
議
会
議
決

を
求
め
た
も
の
で
す
。

九
月
三
十
日
に
任
期
満
了
と
な
る
教

育
委
員
会
委
員
に
、
新
た
に
田
邊
俊

樹
氏
（
上
町
53
歳
）
の
選
任
に
つ
い

て
同
意
し
ま
し
た
。

議
で
、
十
月
四
日
に
任
期
満
了
と
な

る
教
育
委
員
会
委
員
に
、
新
た
に
藤

田
和
子
氏
（
新
栄
町
、
61
歳
）
の
選

任
に
つ
い
て
同
意
し
ま
し
た
。

一
般
会
計
（
第
九
号
）

86
号
議
案

水
道
事
業
会
計（
第

97
号
議
案

定
例
会
初
日
の
本
会

令
和
元
年
度

　
　
決
算
を
認
定

　
こ
れ
ま
で
十
二
月

定
例
会
で
審
査
し
て

い
た
前
年
度
決
算
は
、
今
年
度
か
ら
、

九
月
定
例
会
で
審
査
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

特
別
会
計
及
び
水
道
事
業
会
計
の
令

和
元
年
度
決
算
に
つ
い
て
、
各
特
別

委
員
長
の
報
告
の
後
、
全
て
全
会
一

致
で
認
定
し
ま
し
た
。

　
水
道
事
業
会
計
決
算
は
、
収
益
的

収
入
及
び
支
出
で
は
、
五
億
六
百
六

十
三
万
三
千
三
百
十
円
の
収
益
を
上

決

算

感染症及び音響対策として、議席前列中央に
一般質問の再質問用の発言席を設置しました

げ
、
四
億
七
千
九
百
十
二
万
九
千
七

百
九
十
円
の
費
用
を
支
出
し
、
差
し

引
き
二
千
七
百
五
十
万
三
千
五
百
二

十
円
の
純
利
益
と
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
資
本
的
収
入
及
び
支
出
で

は
、
収
入
が
四
千
九
百
一
万
三
百
八

十
七
円
、
支
出
が
一
億
八
千
百
八
十

三
万
四
千
六
百
二
十
四
円
と
な
り
、

資
本
的
収
入
額
が
資
本
的
支
出
額
に

対
し
て
不
足
す
る
額
一
億
三
千
二
百

八
十
二
万
四
千
二
百
三
十
七
円
は
、

過
年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
、
当

年
度
分
損
益
勘
定
留
保
資
金
及
び
当

年
度
分
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
資

本
的
収
支
調
整
額
で
補
て
ん
す
る
も

の
で
す
。

　
各
会
計
別
の
決
算
状
況
は
、
二
頁

の
表
の
と
お
り
で
す
。

100
号
議
案

損
害

賠
償
額
の
決
定
は
、

99
号
議
案

定
例

会
初
日
の
本
会
議
で
、

96
号
議
案

損
害
賠
償
額

会
議
で
、
加
茂
市
、
加
茂
市
・
田
上

町
消
防
衛
生
保
育
組
合
公
平
委
員
会

委
員
に
、
新
た
に
齋
藤
淳
氏
（
下
条
、

60
歳
）
の
選
任
に
つ
い
て
同
意
し
ま

し
た
。

98
号
議
案

定
例
会
最
終
日
の
本

一
般
会
計
、
各

87
〜
94
号
議
案

　
　
　
　
　
十
月
六
日
の
九
月
定
例

　
　
　
　
会
最
終
日
で
、
本
来
で
あ

　
　
　
　
れ
ば
議
事
日
程
に
載
せ
る

べ
き
第
百
号
議
案
を
失
念
の
た
め
、

上
程
せ
ず
、
議
決
す
る
こ
と
な
く
九

月
定
例
会
を
閉
会
し
て
し
ま
い
ま
し

た
。
第
百
号
議
案
は
審
議
未
了
の
扱

い
と
な
り
、
廃
案
と
な
り
ま
し
た
。

　
そ
の
た
め
、
同
議
案
を
議
決
す
る

た
め
、
同
日
午
後
、
急
遽
十
月
臨
時

会
を
開
き
、
新
た
な
議
案
と
し
て
第

百
一
号
議
案
を
上
程
し
ま
し
た
。

　
議
決
を
行
っ
た
結
果
、
全
会
一
致

で
原
案
可
決
し
ま
し
た
。

九
月
定
例
会
最
終
日

閉
会
後
、
同
日
開
催

１０月
臨時会

は
、
九
月
定
例
会
第
百
号
議
案
と
同

じ
内
容
の
も
の
を
、
第
百
一
号
議
案

と
し
て
、
議
案
番
号
の
み
を
変
更
し

た
も
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　

一
般
会
計
（
第
九
号
）

101
号
議
案

　各常任委員会に付託された議案
は、９月２５日から２９日の間に各
常任委員会を開いて慎重に審査した
結果、議案は全て原案可決、請願は
採択すべきものと決まり、最終日の
本会議へ報告されました。

　
九
月
二
十
五
日
に
委
員
会
を
開
催

し
、
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
付
託

さ
れ
た
議
案
三
件
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
説
明
を
受
け
、
慎
重
に
審
査
し

た
結
果
、
特
に
意
見
・
要
望
を
付
す

こ
と
も
な
く
、
全
て
全
会
一
致
で
原

案
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し

た
。

　
九
月
二
十
八
日
に
委
員
会
を
開
催

し
、
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
付
託

さ
れ
た
議
案
五
件
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
説
明
を
受
け
、
慎
重
に
審
査
し

た
結
果
、
特
に
意
見
・
要
望
を
付
す

こ
と
も
な
く
、
全
て
全
会
一
致
で
原

産
業
建
設
常
任
委
員
会

　
九
月
二
十
九
日
に
委
員
会
を
開
催

し
、
一
般
会
計
補
正
予
算
な
ど
付
託

さ
れ
た
議
案
三
件
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
説
明
を
受
け
、
慎
重
に
審
査
し

た
結
果
、
特
に
意
見
・
要
望
を
付
す

こ
と
も
な
く
、
全
て
全
会
一
致
で
原

案
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し

た
。

　
ま
た
、「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
私

立
高
校
生
の
学
び
を
保
障
し
私
立
高

校
の
教
育
環
境
整
備
を
は
か
る
た
め
、

私
学
助
成
増
額
・
拡
充
を
求
め
る
意

見
書
」
の
採
択
を
求
め
る
請
願
は
、

紹
介
議
員
の
説
明
の
後
、
審
査
を
行

い
、
趣
旨
妥
当
と
し
て
、
全
会
一
致

で
採
択
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し

た
。

社
会
厚
生
常
任
委
員
会

案
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し

た
。総

務
文
教
常
任
委
員
会

審査中の社会厚生常任委員会（9月28日）

問　　
①
総
合
計
画
策
定
を

　
　
市
民
は
期
待
と
希
望

を
持
っ
て
見
守
っ
て
い
る
。

策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
改
訂

版
が
示
さ
れ
、
策
定
委
員

二
十
一
名
、
策
定
主
任
当

初
三
十
五
名
が
組
織
さ
れ
、

活
動
を
開
始
し
た
。
⑴
策

定
委
員
会
、
策
定
主
任
会

議
、
条
例
に
基
づ
く
審
議

会
の
開
催
状
況
と
作
業
の

進
捗
状
況
に
つ
い
て
伺
う
。

⑵
広
報
か
も
七
七
一
号
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
対
象
施

設
、
五
十
五
施
設
に
変
更

は
な
い
の
か
確
認
す
る
。

⑶
審
議
会
条
例
第
三
条
第
二
項
各
号
に

よ
る
委
嘱
状
況
に
つ
い
て
内
訳
を
伺
う
。

⑷
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
、
中
学
生
ア
ン
ケ

ー
ト
の
集
約
状
況
は
い
か
が
か
。

②
統
廃
合
を
含
め
た
加
茂
西
小
学
校
の

今
後
は
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
早
期
に

道
筋
を
確
定
さ
れ
、
地
域
住
民
へ
の
周

知
徹
底
を
図
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
①
⑴
策
定
委
員
会
は
九
月
二
十
五

　
　
日
、
審
議
会
は
十
月
九
日
に
開
催

す
る
。
策
定
主
任
は
八
月
三
日
に
策
定

事
務
説
明
会
、
七
日
に
研
修
会
を
開
催

し
た
。
九
月
九
日
、
十
一
日
に
分
野
別

の
班
ご
と
に
第
一
回
策
定
主
任
会
議
を

開
催
。
作
業
は
策
定
主
任
が
総
合
計
画

の
策
定
方
針
、
骨
子
案
を
作
成
中
。
市

民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
四
十
二
人
応
募

が
あ
り
、
九
月
二
十
六
日
、
十
月
十
日
、

二
十
四
日
開
催
。
意
見
や
ア
イ
デ
ア
を

出
し
合
っ
て
い
た
だ
く
。
⑵
公
共
施
設

再
配
置
計
画
の
対
象
施
設
で
、
総
合
計

画
の
中
で
は
公
共
施
設
全
体
の
課
題
、

方
針
等
を
掲
載
す
る
予
定
。
個
別
の
施

設
は
掲
載
対
象
施
設
、
記
載
方
法
な
ど

を
計
画
策
定
過
程
で
検
討
す
る
。
⑶
審

議
会
委
員
は
公
募
委
員
三
名
を
含
む
二

十
名
を
選
任
し
十
月
九
日
の
第
一
回
審

議
会
で
委
嘱
す
る
。
⑷
十
八
歳
以
上
の

市
内
在
住
者
二
千
名
を
対
象
に
九
百
九

十
六
名
か
ら
回
答
い
た
だ
き
、
集
計
作

業
中
。
中
学
生
に
は
市
内
の
三
年
生
を

対
象
に
百
七
十
四
名
か
ら
回
答
い
た
だ

き
、
今
後
集
計
結
果
の
分
析
を
行
う
。

②
保
護
者
・
地
域
住
民
の
皆
様
に
、
何

よ
り
も
子
供
た
ち
を
中
心
に
置
き
教
育

条
件
の
改
善
を
図
る
こ
と
で
、
健
や
か

な
成
長
と
学
校
教
育
の
目
標
を
実
現
す

る
こ
と
を
丁
寧
に
説
明
し
、
学
校
の
在

り
方
や
学
校
教
育
の
充
実
と
い
う
点
を

御
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

答 総合計画の作業進捗状況について
議員政友クラブ 白 川 克 広

　
一
般
会
計
、
各
特
別
会
計
及
び
水

道
事
業
会
計
の
令
和
元
年
度
決
算
に

つ
い
て
は
、
三
つ
の
決
算
審
査
特
別

委
員
会
を
設
置
し
九
月
三
十
日
か
ら

十
月
二
日
の
間
に
各
特
別
委
員
会
を

開
催
し
、
慎
重
に
審
査
を
行
い
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
各
会
計
決
算
は
、

全
て
の
特
別
委
員
会
で
全
会
一
致
で

認
定
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
ま
し
た
。

※

議
長
、
議
会
選
出
監
査
委
員
を
除

　
く
。

（
◎
委
員
長
　
○
副
委
員
長
）

決
算
審
査
第
一
特
別
委
員
会

◎
森
山
　
一
理
　
○
大
橋
　
一
久

　
森
　
　
友
和
　
　
中
沢
真
佐
子

　
白
川
　
克
広
　
　
佐
藤
　
俊
夫

　
大
平
　
一
貴
　
　
山
田
　
義
栄

　
安
田
　
憲
喜
　
　
樋
口
　
博
務

　
関
　
　
龍
雄

・
一
般
会
計
歳
出
の
う
ち
産
業
建

　
設
常
任
委
員
会
所
管
の
部
分

・
宅
地
造
成
事
業
特
別
会
計

・
下
水
道
事
業
特
別
会
計

・
水
道
事
業
会
計

決
算
審
査
第
二
特
別
委
員
会

◎
樋
口
　
博
務
　
○
森
　
　
友
和

　
橋
本
　
昌
美
　
　
中
沢
真
佐
子

　
三
沢
　
嘉
男
　
　
白
川
　
克
広
　

　
大
平
　
一
貴
　
　
森
山
　
一
理

　
中
野
　
元
栄
　
　
安
武
　
秀
敏

　
樋
口
　
浩
二

・
一
般
会
計
歳
出
の
う
ち
社
会
厚
生

　
常
任
委
員
会
所
管
の
部
分

・
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計

・
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計

・
介
護
保
険
特
別
会
計

・
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
特
別
会

　
計

決
算
審
査
第
三
特
別
委
員
会

◎
三
沢
　
嘉
男
　
○
橋
本
　
昌
美

　
大
橋
　
一
久
　
　
佐
藤
　
俊
夫

　
山
田
　
義
栄
　
　
中
野
　
元
栄

　
安
田
　
憲
喜
　
　
安
武
　
秀
敏

　
樋
口
　
浩
二
　
　
関
　
　
龍
雄

・
一
般
会
計
歳
入
及
び
歳
出
の
う
ち

　
総
務
文
教
常
任
委
員
会
所
管
の
部

　
分

審査中の決算審査第２特別委員会（10月1日）

決
算
審
査
特
別
委
員
会

決
算
審
査
特
別
委
員
会
の
構
成

会議録は、図書館、勤労青少年ホーム、かも川荘、ゆきつばき荘、
各コミュニティセンターと加茂市議会ホームページでご覧いただけます。
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1件

　
九
月
二
十
四
日
に
連
合
審
査
会
を

開
催
し
、
各
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

議
案
十
七
件
に
つ
い
て
、
総
括
質
疑

を
行
い
ま
し
た
。

連
合
審
査
会

　
九
月
二
十
四
日
に
全
員
協
議
会
を

開
催
し
、
令
和
三
年
度
か
ら
高
柳
保

育
園
の
休
園
、
令
和
四
年
度
か
ら
加

茂
保
育
園
の
西
宮
保
育
園
へ
の
統
合

に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、
質
疑
を
行

い
ま
し
た
。

　
十
月
二
十
一
日
に
月
例
全
員
協
議

会
を
開
催
し
、加
茂
紙
の
商
標
登
録
、

加
茂
土
産
物
セ
ン
タ
ー
・
イ
ン
フ
ォ

メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
、
市
民
福
祉

交
流
セ
ン
タ
ー
「
加
茂
美
人
の
湯
」

の
指
定
管
理
、
加
茂
西
小
学
校
の
現

状
等
に
係
る
説
明
会
の
開
催
概
要
、

市
内
小
中
学
校
用
「
電
子
黒
板
」
の

整
備
状
況
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
質

疑
を
行
っ
た
後
、
事
務
に
関
す
る
説

明
書
の
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

全
員
協
議
会

▽
採
択
し
た
も
の

議
員
意
見
交
換
会

　
今
定
例
会
ま
で
に
開
催
さ
れ
た
議

員
意
見
交
換
会
の
報
告
を
致
し
ま
す
。

　
議
会
の
し
く
み
や
運
営
を
市
民
に

ご
理
解
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的
と
し

た
議
場
使
用
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

話
し
合
い
ま
し
た
。
他
市
で
は
行
政

が
主
体
と
な
っ
て
「
子
ど
も
議
会
」

を
開
催
す
る
例
も
あ
り
、
そ
の
よ
う

な
使
用
も
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う

意
見
、
議
場
の
目
的
外
使
用
は
慎
重

に
判
断
す
べ
き
と
の
意
見
な
ど
そ
れ

ぞ
れ
の
考
え
は
あ
り
ま
し
た
が
、
今

後
相
談
が
あ
っ
た
際
に
は
内
容
が
議

会
の
理
解
促
進
と
い
う
趣
旨
に
則
っ

た
も
の
か
を
検
討
し
て
回
答
差
し
上

げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
市
民
と
の
座
談
会
に
つ
い

て
も
意
見
交
換
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
難
し
い

タ
イ
ミ
ン
グ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
座

談
会
の
開
催
は
議
会
と
市
民
と
の
情

報
共
有
や
今
の
加
茂
市
の
課
題
な
ど

理
解
を
深
め
る
機
会
と
な
る
こ
と
か

ら
、
今
で
き
る
形
を
模
索
し
つ
つ
小

規
模
で
の
開
催
も
視
野
に
検
討
を
進

め
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
そ
の
他
、
議
場
や
委
員
会
で
例
規

類
集
の
確
認
な
ど
の
た
め
に
情
報
端

末
を
持
ち
込
む
こ
と
に
つ
い
て
の
検

討
、
一
般
質
問
、
予
算
決
算
の
審
議

に
お
け
る
細
か
な
ル
ー
ル
確
認
な
ど

も
議
論
し
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
議
長
　
滝
沢
茂
秋

　

地
方
税
財
源
の
確
保
を

求
め
る
意
見
書
を
提
出

意
見
書
二
件
を
提
出

　
定
例
会
初
日
の
本
会
議
に
お
い
て
、

議
員
提
出
に
よ
る
意
見
書
一
件
を
全

会
一
致
で
可
決
し
、
関
係
機
関
へ
提

出
し
ま
し
た
。

　
そ
の
意
見
書
の
要
旨
は
次
の
と
お

り
で
す
。

◎
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
伴
う
地
方
財
政
の
急
激
な
悪

化
に
対
し
地
方
税
財
源
の
確
保
を
求

め
る
意
見
書

一
．
地
方
の
安
定
的
な
財
政
運
営
に

　
必
要
な
地
方
税
、
地
方
交
付
税
な

　
ど
の
一
般
財
源
総
額
を
確
保
す
る

　
こ
と
。
そ
の
際
、
臨
時
財
政
対
策

　
債
が
累
積
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

　
発
行
額
の
縮
減
に
努
め
る
と
と
も

　
に
、
償
還
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
。

二
．
地
方
交
付
税
に
つ
い
て
は
、
引

　
き
続
き
財
源
保
障
機
能
と
財
源
調

　
整
機
能
の
両
機
能
が
適
切
に
発
揮

　
で
き
る
よ
う
総
額
を
確
保
す
る
こ

　
と
。

三
．
令
和
二
年
度
の
地
方
税
収
が
大

　
幅
に
減
収
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ

　
れ
る
こ
と
か
ら
、
思
い
切
っ
た
減

　
収
補
填
措
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、

　
減
収
補
填
債
の
対
象
と
な
る
税
目

　
に
つ
い
て
も
、
地
方
消
費
税
を
含

　
め
弾
力
的
に
対
応
す
る
こ
と
。

四
．
税
源
の
偏
在
性
が
小
さ
く
、
税

　
収
が
安
定
的
な
地
方
税
体
系
の
構

　
築
に
努
め
る
と
と
も
に
、
国
税
・

　
地
方
税
の
政
策
税
制
に
つ
い
て
は
、

　
積
極
的
な
整
理
合
理
化
を
図
り
、

　
新
設
・
拡
充
・
継
続
に
当
た
っ
て

　
は
、
有
効
性
・
緊
急
性
を
厳
格
に

　
判
断
す
る
こ
と
。

五
．
と
り
わ
け
、
固
定
資
産
税
は
、

　
市
町
村
の
極
め
て
重
要
な
基
幹
税

　
で
あ
り
、
制
度
の
根
幹
に
影
響
す

　
る
見
直
し
は
、
土
地
・
家
屋
・
償

　
却
資
産
を
問
わ
ず
、
断
じ
て
行
わ

　
な
い
こ
と
。
先
の
緊
急
経
済
対
策

　
と
し
て
講
じ
た
特
例
措
置
は
、
臨

　
時
・
異
例
の
措
置
と
し
て
、
や
む

　
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本

　
来
国
庫
補
助
金
な
ど
に
よ
り
対
応

　
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

　
今
回
限
り
の
措
置
と
し
、
期
限
の

　
到
来
を
も
っ
て
確
実
に
終
了
す
る

　
こ
と
。

私
学
助
成
の

増
額
・
拡
充
を
採
択

　
九
月
定
例
市
議
会
で
受
理
し
た
請

願
は
一
件
で
、
審
議
の
結
果
、
趣
旨

妥
当
と
し
て
採
択
し
ま
し
た
。

・
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
私
立
高
校

生
の
学
び
を
保
障
し
私
立
高
校
の
教

育
環
境
整
備
を
は
か
る
た
め
、
私
学

☆
意
見
書
提
出
を
求
め
る
請
願

　
定
例
会
最
終
日
の
本
会
議
に
お
い

て
、
請
願
第
二
号
採
択
に
伴
う
議
員

提
出
に
よ
る
意
見
書
二
件
を
全
会
一

致
で
可
決
し
、
関
係
機
関
へ
提
出
し

ま
し
た
。

　
そ
の
意
見
書
の
要
旨
は
次
の
と
お

り
で
す
。

◎
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
私
立
高
校
生

の
学
び
を
保
障
し
私
立
高
校
の
教
育

環
境
整
備
を
は
か
る
た
め
、
私
学
助

成
増
額
・
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

（
国
）

一
．
私
立
高
校
生
へ
の
就
学
支
援
金

　
制
度
を
施
設
設
備
費
も
対
象
に
す

　
る
こ
と
、
年
収
五
百
九
十
万
円
を

　
超
え
る
世
帯
へ
の
支
援
金
を
増
額

　
す
る
な
ど
、
制
度
の
拡
充
を
お
こ

　
な
う
こ
と
。

二
．
私
立
高
校
入
学
金
へ
の
新
た
な

　
助
成
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

三
．
私
立
高
校
へ
の
経
常
経
費
に
対

　
す
る
助
成
を
増
額
す
る
こ
と
。

◎
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
私
立
高
校
生

の
学
び
を
保
障
し
私
立
高
校
の
教
育

環
境
整
備
を
は
か
る
た
め
、
私
学
助

成
増
額
・
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

（
県
）

一
．
学
費
の
公
私
間
格
差
是
正
へ
国

　
の
制
度
拡
充
と
相
ま
っ
て
、
県
独

　
自
の
学
費
軽
減
制
度
を
拡
充
す
る

　
こ
と
。

二
．
私
立
高
校
へ
の
経
常
費
助
成
を

　
増
額
す
る
こ
と
。

助
成
増
額
・
拡
充
を
求
め
る
意
見
書
」

の
採
択
を
求
め
る
請
願
（
新
潟
県
私
学

の
公
費
助
成
を
す
す
め
る
会
会
長
）

（
第
三
号
）
は
、
総
額
一
千
六
百
三

十
三
万
九
千
円
を
増
額
す
る
も
の
で

会
計
（
第
三
号
）
は
、
歳
出
で
諸
支

出
金
一
千
十
五
万
一
千
円
な
ど
総
額

一
千
九
百
十
三
万
三
千
円
の
増
額
で
、

財
源
は
、
県
支
出
金
一
千
五
百
三
十

三
万
一
千
円
な
ど
を
増
額
し
、
国
民

計
（
第
二
号
）
は
、
総
務
費
一
千
七

百
七
十
六
万
六
千
円
の
増
額
で
、
同

額
繰
入
金
を
増
額
し
て
措
置
す
る
も

の
で
す
。

　
こ
の
結
果
、
予
算
の
総
額
は
十
九

億
八
千
七
百
九
十
二
万
四
千
円
と
な

り
ま
し
た
。

84
号
議
案

介
護
保
険
特
別
会
計

　
こ
の
定
例
会
に
、
市
長
か
ら
提
出

さ
れ
た
議
案
の
内
容
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

な
ま
ち
づ
く
り
条
例
は
、
加
茂
市
に

お
い
て
犯
罪
の
な
い
安
全
・
安
心
な

ま
ち
づ
く
り
の
実
現
を
推
進
す
る
た

め
、
基
本
理
念
や
市
及
び
市
民
等
の

役
割
、
計
画
的
な
推
進
の
た
め
の
基

本
的
事
項
等
を
定
め
る
も
の
で
す
。

　
　
九
月
定
例
市
議
会
は
、
十
七
日
か
ら
十
月
六
日
ま
で
会
期
二
十
日
間
で
開
か
れ
ま
し
た
。
　
　

　
こ
の
定
例
会
で
は
、
条
例
制
定
、
各
会
計
補
正
予
算
、
人
事
及
び
令
和
元
年
度
決
算
な
ど
市
長

提
出
議
案
二
十
一
件
を
審
議
の
結
果
、
第
百
号
議
案
一
件
の
審
議
未
了
を
除
き
、
原
案
可
決
、
認
定
、

同
意
し
ま
し
た
。

　
議
員
提
出
の
意
見
書
三
件
を
原
案
可
決
し
、
意
見
書
は
関
係
機
関
へ
提
出
し
ま
し
た
。

犯
罪
の
な
い
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
条
例
を
可
決

定  

例  

会  

日  

程

　 9月  17日　本会議
　　　　18日　本会議
　　　　23日　本会議
　　　　24日　連合審査会・全員協議会
　　　　25日　産業建設常任委員会
　　　　28日　社会厚生常任委員会
　　　　29日　総務文教常任委員会
　　　　30日　決算審査第１特別委員会
　10月　 1日　決算審査第２特別委員会
　　　　 2日　決算審査第３特別委員会
　　　　 6日　本会議

83
号
議
案

下
水
道
事
業
特
別
会

別
会
計
（
第
二
号
）
は
、
歳
出
で
総

務
費
三
十
八
万
六
千
円
な
ど
総
額
六

十
八
万
五
千
円
の
増
額
で
、
財
源
は
、

繰
入
金
三
十
八
万
六
千
円
な
ど
を
増

額
し
て
措
置
す
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
結
果
、
予
算
の
総
額
は
三
億

三
千
五
百
六
十
二
万
円
と
な
り
ま
し

た
。 82

号
議
案

後
期
高
齢
者
医
療
特

81
号
議
案

国
民
健
康
保
険
特
別

令和元年度 会計別決算状況 （単位：千円）

区 分 歳 入 総 額

一 般 会 計

特

別

会

計

国民健康保険

後期高齢者医療

宅地造成事業

下水道事業

介 護 保 険

在 宅 介 護
サービス事業

11‚ 551, 238 11‚ 418, 580 132, 658 25, 226 107, 432

2‚ 776, 188 2‚ 750, 306 25, 882 0 25, 882

307, 992 303, 340 4, 652 0 4, 652

88, 810 77, 910 10, 900 0 10, 900

2‚ 012, 501 1‚ 995, 454 17, 047 11, 060 5, 987

3, 224, 601 3, 124, 436 100, 165 0 100, 165

490, 632 486, 519 4, 113 0 4, 113

健
康
保
険
税
二
千
四
百
十
六
万
七
千

円
を
減
額
し
て
措
置
す
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
結
果
、
予
算
の
総
額
は
二
十

七
億
四
千
三
百
十
七
万
七
千
円
と
な

り
ま
し
た
。

事
業
特
別
会
計
（
第
二
号
）
は
、
総

額
二
百
五
十
九
万
七
千
円
を
減
額
す

る
も
の
で
す
。
歳
出
の
内
容
は
、
訪

問
看
護
事
業
費
二
百
七
十
六
万
五
千

円
を
減
額
し
、
居
宅
介
護
支
援
事
業

費
十
六
万
八
千
円
を
増
額
す
る
も
の

で
す
。

　
こ
の
財
源
は
、
サ
ー
ビ
ス
収
入
二

百
五
十
九
万
七
千
円
を
減
額
し
て
措

置
す
る
も
の
で
す
。

条
例
制
定

犯
罪

の
な
い
安
全
・
安
心

95
号
議
案

す
。

　
歳
出
の
内
容
は
、
諸
支
出
金
一
千

八
百
十
八
万
五
千
円
な
ど
を
増
額
し
、

地
域
支
援
事
業
費
百
六
十
六
万
四
千

円
な
ど
を
減
額
す
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
財
源
は
、
国
庫
支
出
金
一
千

二
百
六
十
九
万
六
千
円
な
ど
を
増
額

し
、
介
護
保
険
料
一
千
百
五
十
六
万

四
千
円
な
ど
を
減
額
し
て
措
置
す
る

も
の
で
す
。

　
こ
の
結
果
、
予
算
の
総
額
は
三
十

二
億
一
千
三
百
四
十
八
万
五
千
円
と

な
り
ま
し
た
。

水道事業会計
収益的収入 収益的支出 差引額 資本的収入 資本的支出 差引額

506, 633 479, 129 27, 504 49, 010 181, 834 ▲132, 824

85
号
議
案

在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス

補
正
予
算

一
般 

会
計
（
第
八
号
）
は
、

80
号
議
案

総
額
五
千
四
百
十
七
万
一
千
円
を
増

額
す
る
も
の
で
す
。

　
歳
出
の
内
容
は
、
税
外
収
入
過
年

度
還
付
金
二
千
百
万
円
な
ど
を
増
額

し
、
職
員
人
件
費
一
千
九
百
五
十
四

万
七
千
円
な
ど
を
減
額
す
る
も
の
で

す
。

　
こ
の
財
源
は
、
繰
越
金
三
千
三
百

五
十
四
万
二
千
円
な
ど
を
増
額
し
て

措
置
す
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
結
果
、
予
算
の
総
額
は
百
五

十
三
億
一
千
四
百
十
一
万
四
千
円
と

な
り
ま
し
た
。

　
地
方
債
の
補
正
は
、
小
学
校
施
設

整
備
事
業
債
を
追
加
し
、
行
政
改
革

推
進
債
の
限
度
額
を
変
更
す
る
も
の

で
す
。

歳 出 総 額 歳入歳 出
差 引 額

翌年度へ繰り
越すべき財源

実質収支額
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81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
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　〈
８
　
月
〉

21
日
　
県
議
長
会
定
期
総
会（
妙
高
市
）

25
日
　
議
員
意
見
交
換
会

議 

会 

日 

誌

　
　〈
９
　
月
〉

10
日
　
議
会
運
営
委
員
会

17
〜
30
日
　
定
例
市
議
会

24
日
　
全
員
協
議
会

　
　〈
10
　
月
〉

次
の
定
例
会
は

12
月
10
日
㈭
か
ら
開
催
の

予
定
で
す
。

１
〜
６
日
　
定
例
市
議
会

６
日
　
議
員
意
見
交
換
会

　
　
　
議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
臨
時
市
議
会

21
日
　
月
例
全
員
協
議
会

－令和2年 9月定例会・10月臨時会－

十
月
臨
時
会
開
催
の

経
緯
報
告
と
お
詫
び

本誌の2次元コードをスマートフォンなどで読み取ることにより、 一般質問の録画映像をご覧いただけます。

市議会ホームページ

９月定例会　議案・請願審議結果

２年度一般会計補正予算（第８号）
２年度国民健康保険特別会計補正予算（第３号）
２年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）
２年度下水道事業特別会計補正予算（第２号）
２年度介護保険特別会計補正予算（第３号）
２年度在宅介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）
２年度水道事業会計補正予算（第２号）
元年度一般会計決算の認定
元年度国民健康保険特別会計決算の認定
元年度後期高齢者医療特別会計決算の認定
元年度宅地造成事業特別会計決算の認定
元年度下水道事業特別会計決算の認定
元年度介護保険特別会計決算の認定
元年度在宅介護サービス事業特別会計決算の認定
元年度水道事業会計決算の認定
犯罪のない安全・安心なまちづくり条例の制定
教育委員会委員の任命（田邊俊樹氏）
教育委員会委員の任命（藤田和子氏）
公平委員会委員の選任（齋藤淳氏）
損害賠償額の決定
２年度一般会計補正予算（第９号）

件　　　　　　　　　　　　　名
議　員　提　出　議　案

市　長　提　出　議　案

市　長　提　出　議　案

加茂市議会

犯罪のない安全・安心なまちづくり条例を可決

委 員 会 の 審 査 か ら

９人が一般質問に登壇

地方税財源の確保を求める意見書を提出

議 案、請 願 審 議 結 果

（ 2 ）

（ 3 ）

（ 4 ）

（ 9 ）

（10）

提　出　さ　れ　た　請　願

原案可決２年度一般会計補正予算（第 9号）

１０月臨時会　議案審議結果

ふるさと 加茂
雁木の街並みと笑顔が素敵です

　
　
　
議
員
意
見
交
換
会

　
　
　
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員

　
　
　
会

30
日
　
中
越
地
区
議
長
会
（
見

　
　
　
附
市
）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地
方税財源の確保を求める意見書
コロナ禍における私立高校生の学びを保障し私立高校の教育環境整備を
はかるため、私学助成増額・拡充を求める意見書（国）
コロナ禍における私立高校生の学びを保障し私立高校の教育環境整備を
はかるため、私学助成増額・拡充を求める意見書（県）

議案番号等

4

5

6

原案可決

〃

〃

結   　果

原案可決
〃
〃
〃
〃
〃
〃

認　　定
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

原案可決
同　　意
〃
〃

原案可決
審議未了

「コロナ禍における私立高校生の学びを保障し私立高校の教育環境整備を
はかるため、私学助成増額・拡充を求める意見書」の採択を求める請願 採　　択2

101

　
こ
の
度
、
九
月
定
例
会
の
次
第
に
お
け

る
不
手
際
に
よ
り
閉
会
後
あ
ら
た
め
て
臨

時
議
会
を
開
く
事
案
が
発
生
し
ま
し
た
。

上
程
す
べ
き
一
つ
の
議
案
を
失
念
し
議
決

せ
ず
閉
会
、
結
果
と
し
て
審
議
未
了
、
廃

案
と
な
り
ま
し
た
。
急
遽
市
長
か
ら
十
月

臨
時
会
を
召
集
し
て
い
た
だ
き
、
新
た
な

議
案
番
号
を
付
し
て
上
程
し
、
議
決
の
結

果
、
原
案
可
決
い
た
し
ま
し
た
。

　
本
会
議
の
次
第
書
は
議
会
事
務
局
が
作

成
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
前
日
に
開

催
さ
れ
る
シ
ナ
リ
オ
会
議
で
確
認
い
た
し

ま
す
。
そ
の
場
に
は
議
長
と
副
議
長
、
事

務
局
が
同
席
し
て
読
み
合
わ
せ
す
る
の
で

す
が
、
そ
の
際
に
誤
り
に
気
付
か
ず
当
日

そ
の
ま
ま
進
行
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
私
が
議
長
に
就
任
し
て
一
年
半
が
経
過

す
る
中
、
ど
こ
か
に
油
断
が
あ
っ
た
も
の

と
感
じ
て
お
り
、
市
議
会
や
市
政
に
対
し

て
不
信
感
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
失
態
を
お

か
し
ま
し
た
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、
お
詫

び
申
し
上
げ
る
も
の
で
す
。
市
議
会
と
し

て
再
び
こ
う
し
た
不
祥
事
が
発
生
し
な
い

よ
う
、
議
会
事
務
局
と
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
体

制
に
つ
い
て
強
化
を
図
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
の
重
さ
を
再
認
識

し
日
々
の
職
務
に
当
た
る
所
存
で
す
。

　
結
び
に
、
今
後
は
自
ら
を
律
し
て
市
民

の
皆
様
の
付
託
に
応
え
得
る
市
議
会
と
な

る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ご
理

解
の
ほ
ど
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。
　

　
　
　
　  

加
茂
市
議
会
議
長
　
滝
沢
茂
秋


